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平成２９年第２回常陸太田市議会定例会会議録 

 

平成２９年３月２日（木） 

            ─────────────────── 

議 事 日 程（第１号） 

平成２９年３月２日午前１０時開議 

日程第 １ 会期の決定 

日程第 ２ 施政方針説明 

日程第 ３ 議案第 ２ 号 常陸太田市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例の制定につ 

             いて 

      議案第 ３ 号 常陸太田市表彰条例の一部改正について 

      議案第 ４ 号 常陸太田市行政組織条例の一部改正について 

      議案第 ５ 号 常陸太田市個人情報保護条例の一部改正について 

      議案第 ６ 号 常陸太田市市税条例等の一部改正について 

      議案第 ７ 号 常陸太田市東日本大震災被害対策支援金等支給条例の一部改正につ 

             いて 

      議案第 ８ 号 常陸太田市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正について 

      議案第 ９ 号 常陸太田市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正 

             について 

      議案第１０号 常陸太田市消防団の定数，任免，給与，服務等に関する条例の一部 

             改正について 

      議案第１１号 常陸太田市学校給食センターの設置及び管理に関する条例の一部改 

             正について 

      議案第１２号 常陸太田市公の施設に係る指定管理者の指定について 

      議案第１３号 常陸太田市公の施設に係る指定管理者の指定について 

      議案第１４号 常陸太田市道路線の認定について 

日程第 ４ 議案第１５号 平成２８年度常陸太田市一般会計補正予算（第６号）について 

      議案第１６号 平成２８年度常陸太田市国民健康保険特別会計補正予算（第４号） 

             について 

      議案第１７号 平成２８年度常陸太田市介護保険特別会計補正予算（第３号）につ 

             いて 

      議案第１８号 平成２８年度常陸太田市下水道事業特別会計補正予算（第３号）に 

             ついて 

      議案第１９号 平成２８年度常陸太田市農業集落排水事業特別会計補正予算（第４ 

             号）について 

      議案第２０号 平成２８年度常陸太田市戸別合併処理浄化槽設置整備事業特別会 
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             計補正予算（第１号） 

      議案第２１号 平成２８年度常陸太田市簡易水道事業特別会計補正予算（第３号） 

             について 

日程第 ５ 議案第２２号 平成２９年度常陸太田市一般会計予算について 

      議案第２３号 平成２９年度常陸太田市国民健康保険特別会計予算について 

      議案第２４号 平成２９年度常陸太田市後期高齢者医療特別会計予算について 

      議案第２５号 平成２９年度常陸太田市介護保険特別会計予算について 

      議案第２６号 平成２９年度常陸太田市下水道事業特別会計予算について 

      議案第２７号 平成２９年度常陸太田市農業集落排水事業特別会計予算について 

      議案第２８号 平成２９年度常陸太田市戸別合併処理浄化槽設置整備事業特別会計 

             予算について 

      議案第２９号 平成２９年度常陸太田市簡易水道事業特別会計予算について 

      議案第３０号 平成２９年度常陸太田市水道事業会計予算について 

      議案第３１号 平成２９年度常陸太田市工業用水道事業会計予算について 

            ─────────────────── 

本日の会議に付した事件 

 日程第 １ 会期の決定 

 日程第 ２ 施政方針説明 

 日程第 ３ 議案第２号ないし議案第１４号（一括上程・提案理由説明） 

 日程第 ４ 議案第１５号ないし議案第２１号（一括上程・提案理由説明） 

 日程第 ５ 議案第２２号ないし議案第３１号（一括上程・提案理由説明） 

            ─────────────────── 

出席議員 

     ９番   益 子 慎 哉 議 長   １３番   成 井 小太郎 副議長 

     １番   諏 訪 一 則 議 員    ３番   藤 田 謙 二 議 員 

     ５番   木 村 郁 郎 議 員    ６番   深 谷   渉 議 員 

     ８番   平 山 晶 邦 議 員   １０番   菊 池 伸 也 議 員 

    １１番   深 谷 秀 峰 議 員   １２番   高 星 勝 幸 議 員 

    １４番   茅 根   猛 議 員   １５番   福 地 正 文 議 員 

    １６番   川 又 照 雄 議 員   １７番   後 藤   守 議 員 

    １８番   黒 沢 義 久 議 員   １９番   髙 木   将 議 員 

    ２０番   宇 野 隆 子 議 員 

            ─────────────────── 

説明のため出席した者 

       大久保 太 一 市    長    宮 田 達 夫 副 市 長 

       中 原 一 博 教 育 長    植 木   宏 総 務 部 長 
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       加 瀬 智 明 政策企画部長    樫 村 浩 治 市民生活部長 

       西 野 千 里 保健福祉部長    滑 川   裕 農 政 部 長 

       岡 﨑 泰 則 商工観光部長    生田目 好 美 建 設 部 長 

       根 本 康 弘 会 計 管 理 者    井 坂 光 利 上下水道部長 

       江 幡 正 紀 消 防 長    菊 池   武 教 育 次 長 

       関   正 美 農業委員会事務局長    鈴 木   淳 秘 書 課 長 

       笹 川 雅 之 総 務 課 長    大和田   隆 監 査 委 員 

            ─────────────────── 

事務局職員出席者 

       宇 野 智 明 事 務 局 長    榊   一 行 事 務 局 次 長 

       鴨志田 智 宏 議 事 係 長 

            ─────────────────── 

午前１０時開会 

○益子慎哉議長 ご報告いたします。 

 ただいま出席議員は１７名であります。よって，定足数に達しております。 

 これより平成２９年第２回常陸太田市議会定例会を開会いたします。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

            ─────────────────── 

 会議録署名議員の指名 

○益子慎哉議長 会議録署名議員の指名をいたします。 

 会議録署名議員には，会議規則第８８条の規定により 

     ８番   平 山 晶 邦 議 員    １６番   川 又 照 雄 議 員 

両名を指名いたします。 

            ─────────────────── 

 諸般の報告 

○益子慎哉議長 諸般の報告を行います。 

 初めに，２月３日付で常陸太田市瑞龍町８３１―３，深津直哉氏外１３名から常陸太田市立小

中学校通学費補助金交付要綱の改正等に関する陳情が，お手元に配付しております写しのとおり

提出されておりますので，ご報告いたします。 

 次に，総務，文教民生，産業建設の各常任委員会及び議会運営委員会の委員長から所管事務調

査報告書が議長宛に提出されております。なお，報告書につきましては事務局に保管してありま

すので，ご報告いたします。 

 次に，地方自治法第１２２条の規定により，平成２８年常陸太田市事務に関する説明書が配付

されておりますとおり提出されておりますので，ご報告いたします。 

 次に，監査委員から，平成２９年２月の例月現金出納検査の結果について，報告書が別紙写し

のとおり提出されておりますので，ご報告いたします。 
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 次に，地方自治法第１２１条の規定により提出案件説明のため，次の者を議場に出席するよう

要求いたしましたのでご報告いたします。 

 市    長  大久保 太 一 君    副 市 長  宮 田 達 夫 君 

 教 育 長  中 原 一 博 君    総 務 部 長  植 木   宏 君 

 政策企画部長  加 瀬 智 明 君    市民生活部長  樫 村 浩 治 君 

 保健福祉部長  西 野 千 里 君    農 政 部 長  滑 川   裕 君 

 商工観光部長  岡 﨑 泰 則 君    建 設 部 長  生田目 好 美 君 

 会 計 管 理 者  根 本 康 弘 君    上下水道部長  井 坂 光 利 君 

 消 防 長  江 幡 正 紀 君    教 育 次 長  菊 池   武 君 

 農業委員会事務局長  関   正 美 君    秘 書 課 長  鈴 木   淳 君 

 総 務 課 長  笹 川 雅 之 君    監 査 委 員  大和田   隆 君 

 以上，１８名でございます。 

 以上で諸般の報告を終わります。 

            ─────────────────── 

○益子慎哉議長 本日の議事日程は，お手元に配付しました議事日程表のとおりといたします。 

            ─────────────────── 

 日程第１ 会期の決定 

○益子慎哉議長 日程第一，会期の決定を議題といたします。 

 お諮りいたします。今期定例会の会期は，お手元に配付しました会期予定表のとおり，本日か

ら３月１７日まで１６日間といたしたいと思いますが，これにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○益子慎哉議長 ご異議なしと認めます。 

 よって，会期は本日から３月１７日まで１６日間と決定いたしました。 

            ─────────────────── 

 日程第２ 施政方針説明 

○益子慎哉議長 次，日程第２，平成２９年度施政方針について，市長より説明を求めます。市

長。 

〔大久保太一市長 登壇〕 

○大久保太一市長 平成２９年第２回の市議会定例会を招集いたしましたところ，議員の皆様に

はご多用中にもかかわりませずご出席を賜りまして，心から感謝を申し上げます。 

 それでは，平成２９年度の予算並びに関係諸議案のご審議をお願いするに当たりまして，私の

市政運営に関する基本的な考え方と新年度における主要な施策を申し上げ，議員の皆様並びに市

民の皆様の一層のご理解とご協力を賜りたいと存じます。 

 お手元の平成２９年度施政方針をごらんいただきたいと思います。 

 私は平成１７年５月に市長に就任して以来，合併後の市民の一体感の醸成を念頭に置きながら，

第５次総合計画に描くまちの将来像「快適空間の実現」を目指しまして，少子・高齢化，人口減
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少対策を重点課題とし，市民協働とエコミュージアム活動を柱に市政を担ってまいりました。そ

の間，地方の人口減少に歯止めをかけ，将来にわたり活力ある日本社会を維持していくことを目

的として，国が策定しましたまち・ひと・しごと創生総合戦略等に基づき，本市版の総合戦略を

平成２７年１２月に策定いたしまして，総合計画とあわせて各施策を推進してきたところでござ

います。昨年は４カ月ほど社会動態が増となるなど，先進的に進めてきました少子化・人口減少

対策の効果が徐々にではありますけれども，あらわれ始めております。 

 平成２９年度は，昨年１２月定例会において議決いただきました第６次総合計画のスタートの

年でありますとともに，少子化・人口減少対策アクションプラン並びにまち・ひと・しごと創生

総合戦略が３年目となる大変重要な年となっております。 

 第６次総合計画では，本市が目指す将来像を「幸せを感じ暮らし続けたいと思うまち常陸太田」，

まちづくりの理念を「市民の誰もが生涯活躍できるまちづくり」としておりまして，将来を見据

え，地域の実情に合った市民の生活に直結する各種施策をより効率的，効果的に進めてまいり，

安定した雇用を創出して，本市への新しい人の流れを作るとともに，健康寿命の延伸等と若い世

帯の結婚，出産，子育ての希望をかなえる環境を実現し，持続可能で自立したまちづくりを目指

してまいります。 

 以上，平成２９年度の市政運営に当たりまして，基本的な考え方を申し述べさせていただきま

した。 

 続きまして，平成２９年度当初予算の概要について申し上げます。 

 一般会計につきましては，人口減少に歯止めをかけ，持続可能なまちづくりを進めていくため

特に少子化・人口減少対策アクションプランに位置づけられました各種施策に対し，重点的に予

算配分を行ったところでございます。予算規模は，金砂郷中学校屋内運動場整備や認定こども園

整備，防災用発電装置を含む本庁舎改修工事の３つの大規模事業，さらに道路整備事業によりま

して，対前年比1.５％増の２２９億8,２００万円となりました。事務事業の見直しを進めまして，

国庫支出金や有利な地方債などを活用するとともに，これまで積み立てをしてきました財政調整

基金から８億4,０００万円の繰り入れを行いまして，新年度予算の編成に当たったものでござい

ます。また，７つの特別会計，水道事業会計及び工業用水道会計を合わせますと，前年度比で2.

４％増の４０４億8,９５９万6,０００円となります。 

 続きまして，主要施策の概要について，第６次総合計画前期基本計画に基づきましてご説明を

申し上げます。 

 初めに，安心して働くことのできる仕事の場作りであります。生活圏内において若者世代を初

め誰もが安心して働くことのできる仕事の場の確保は，定住人口の維持増加につながります。そ

のため，現在立地している企業や産業の活性化を図るとともに，特産品の開発，販路拡大の支援

を行うことや新たな企業誘致，農林業の担い手の育成や地域資源を生かした観光振興など，仕事

の場づくりを継続的に行い，雇用の安定化とその環境整備を図ってまいります。 

 まず，働く機会の創出につきましては，工業団地や学校跡地等に加え，現在計画中の東部土地

区画整理事業用地への企業誘致を推進しますとともに，茨城労働局との雇用対策協定による合同
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就職面接会やマザーズハローワークセミナーの開催並びに創業支援事業計画による起業・創業の

支援や市民雇用奨励金等の各種奨励金によりまして，市内就業の機会創出を図ってまいります。

また，将来の地域農業の担い手となる人材として，新規就農者や定年帰農者及び女性農業者など

多様な担い手の育成に取り組むとともに，農業による定着を目指す地域おこし協力隊の拡充，人・

農地プランによる担い手等のさらなる生産拡大に向けた機械・施設等の購入支援を行ってまいり

ます。 

 農林水産業の振興につきましては，生産基盤の整備として小目地区圃場整備事業，ふるさと農

道整備，基幹的水利施設ストックマネジメント事業や各種土地改良事業等のほか，農地利用最適

化推進委員との連携による農地集積，集約化を推進しますとともに，常陸秋そばや果樹等の高品

質化と生産拡大の促進，消費者ニーズや地域特性に即した少量多品種野菜の計画生産を図ってま

いります。 

 さらに，農業生産法人との連携によりまして，農産物の付加価値を高めるための６次産業化を

支援するとともに，国内外の見本市等への参画や道の駅ひたちおおたを中心とした販路拡大ある

いは有利販売の支援を進めてまいります。 

 農村環境の維持保全においては，通年捕獲を実施するなど有害鳥獣被害の効果的な防止対策に

より生産者の生産意欲を維持するとともに，中山間地域等直接支払事業や多面的機能支払事業に

よりまして農地の保全を進めてまいります。 

 林業振興におきましては，森林の有する多面的な機能が十分発揮できるよう森林環境保全及び

地域産材の幅広い利活用の推進に努めるとともに，県の森林湖沼環境税を活用した間伐や作業道

の整備に加えまして，常陸太田地域森林整備推進協定によりまして民有林と国有林の地域一体化

を進め，林業基盤づくりに努めてまいります。 

 商工業の振興につきましては，商工業の活性化と経済の好循環を図るためプレミアム付き商品

券事業の拡大を図りますとともに，中小企業の経営基盤の強化のため新製品・新技術等開発事業

費補助や販路拡大事業費補助等の普及促進を図ってまいります。 

 観光の振興につきましては，新たなアクティビティーとして昨年から実施している竜神ダム湖

におけるカヌー体験を本年は３月下旬から１１月末まで実施をし，バンジージャンプや周辺施設

との相乗効果を図るとともに，引き続きプレミアム旅行券や観光施設共通入場券の発行，観光バ

スツアーや観光レンタカー利用の支援，指定文化財の集中曝涼等，市内に数多くある文化遺産を

生かした取り組み等を行いながら誘客促進を図ってまいります。 

 また，県北６市町で実施しております農家民泊による体験型教育旅行は，首都圏を中心とした

小中学生等が人と人との触れ合いを通して農村の生活を体験することにより，地域のにぎわいの

創出及び民泊農家の所得の向上等が図られますことから，受け入れ農家の拡充及びインバウンド

を含めた教育旅行の誘致を積極的に促進してまいります。 

 さらに本年４月から県北西部を舞台といたしますＮＨＫ連続テレビ小説「ひよっこ」の放映が

始まりますことから，昨年10月に県並びに県北６市町等において設立いたしました茨城県北ひよ

っこ推進協議会を中心に，本市並びに県北地域の魅力を全国へ発信し，県北６市町の広域的な連
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携による観光誘致の促進と地域経済の推進を図ってまいります。 

 次に，夢を育み健やかに生きる人づくりであります。 

 未来を担う子どもたちが将来の夢と郷土への誇りを持ち，健やかにたくましく育つ環境を整え

るとともに，地域が一体となって一人ひとりが個性や能力を発揮し活躍できる環境づくりを進め

ることで，心身ともに健やかで心豊かな人づくりを推進します。また，誰もが健康で安心して暮

らせるよう世代に合った健康づくりを推進するとともに，切れ目のない福祉サービスの充実を図

ってまいります。 

 まず，子育ての支援につきましては，昨年度までの事業を継続するとともに，新たに妊婦イン

フルエンザ予防接種費用の全額助成，就学前の健康相談事業として５歳児健康相談制度を創設す

るとともに，市立幼稚園保育料の無料化を第２子までに，子ども夜間診療を週３日から週４回へ

と拡大いたします。 

 また，全ての子どもたちが放課後を安全安心に過ごし，多様な体験活動を行うことができるよ

う，放課後の小学校活動場所として，放課後子ども教室及び放課後児童クラブの一体的な取り組

みを推進しますとともに，発達障害に関する相談を児童の成長に応じて継続して支援するための

総合的な窓口の開設など，安心して子育てができる環境を整えてまいります。 

 さらに，多様化するニーズに対応した幼児教育，保育を総合的に提供するため，のぞみ幼稚園

の幼保一体化を図る認定こども園への移行を推進し，すいふ保育園と水府幼稚園を認定こども園

に移行するための調査等を実施しますとともに，民間の小規模保育園の開設を支援してまいりま

す。 

 豊かな心の育成につきましては，引き続き，エコミュージアム活動を通して住んでいる地域へ

の愛着心と誇りを育みながら，地域づくり，きずなづくりを持続的な活動となるよう，関係機関

等と連携をして事業を推進してまいります。また，各学校においては，当たり前のことが当たり

前にできることを第一に，そして，思いやりと命を大切にする心を育んでいくために，児童生徒

の人権教育や道徳教育を一層充実させ，本市教育の柱であります心の教育を基盤とした学校教育

を推進してまいります。 

 魅力ある学校づくりにつきましては，教職員の力と保護者や地域の人々の力を結集して，次代

を担う子どもたちの夢を育むいわゆる夢育のために知徳体の力を確実に身に付け，一人ひとりの

個性の伸長を図ることのできる特色ある学校づくりを進めてまいります。また，統合金砂郷中学

校体育館の改築，各校の大規模改修工事を順次進め，老朽化したトイレの改修や普通教室への扇

風機の設置を実施します。 

 学校の適正配置につきましては，少子化による複式学級が生じる等，効果的な教育活動に困難

を来していることから，統廃合を適切に進める必要があります。特に，急速な少子化が進んでい

る水府地区については，保護者や地域住民との話し合いを踏まえて策定をいたしました基本計画

に基づき，小学校の統合及び中学校との小中一貫教育を進めてまいります。 

 また，食育を推進するため，ＪＡ常陸及び地域農業生産団体との連携によりまして，学校給食

へ地元食材にこだわった地産地消の日を定めるなど，地産地消による安全でおいしい給食の提供
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を進めてまいります。 

 地域文化活動への支援につきましては，市民の芸術文化活動を活発化させるため，文化団体や

文化事業への支援，活動や発表の場，鑑賞機会の充実を図りますとともに，地域伝統文化の保存

伝承を支援してまいります。 

 スポーツ・レクリエーション活動への支援につきましては，各種目のスポーツ競技大会等への

支援を継続するとともに，運動の習慣化につながるよう市民健康スポーツデーの取り組みを強化

し，ラジオ体操の普及推進や体力と体組成測定を同時に行うなど，健康で楽しくスポーツができ

る環境づくりを進めてまいります。 

 また，平成３１年に開催されます，いきいき茨城ゆめ国体の青年男女ソフトボール会場となり

ますことから，必要な施設整備を進めてまいります。さらに，高齢者の健康体力づくりの推進と

して，いきいきヘルス体操やスクエアステップ等の普及推進を図るとともに，障害のある人がス

ポーツを通じて障害のない人との交流を促進するため障害者スポーツの普及拡大に努めてまいり

ます。健康づくりへの支援につきましては，市民の健康づくりの指針であります健康増進計画に

基づきまして，市民一人ひとりの健康寿命の延伸を目指し，地域における高血圧予防と重症化予

防に努めますとともに，市内全町において医療費，健診結果のデータ分析を行いまして，医療の

実態や健康課題を把握し，地域の実情に沿った健康教室，健康相談を積極的に保健推進員や食生

活改善推進員と連携して推進してまいります。 

 また，医療体制の整備につきましては，過疎地域における民間の診療所及び歯科診療所の医療

機器等の整備と在宅医療の基盤整備の充実を図りますために費用の一部助成を行ってまいります。 

 国民健康保険及び後期高齢者医療制度につきましては，特定健診などの受診率向上を図るとと

もに，人間ドック，脳ドックの助成額等を拡充し，生活習慣病などの早期発見，早期治療に継続

して努めてまいります。 

 さらに，データヘルス計画に基づく効果的な保健事業の展開を図るほか，ジェネリック医薬品

の利用を促進し，医療費の削減に努めるなど，健康保険制度の健全運営に努めてまいります。 

 地域の支え合いの支援につきましては，住みなれた地域の中で高齢者，障害者，子ども，生活

困窮者など全ての人が安心して自分らしく暮らせるまちの実現を目指し，平成２９年度から５年

間を計画期間とする第２期地域福祉計画に基づき，市社会福祉協議会との相互連携，協力を深め，

市民の地域福祉活動を支援するとともに各種施策の推進に努めてまいります。 

 また，高齢者福祉費及び介護保険においては，医療や介護，介護予防，生活支援サービスが一

体的に提供される地域包括ケアシステムの構築に引き続き取り組むとともに，その中核となる地

域包括支援センターの充実を図ってまいります。 

 さらに，平成３０年度から３カ年に係る第７期高齢者福祉計画を策定しまして，認知症に関す

る施策，介護予防や生活支援等の充実に努めてまいります。 

 結婚，定住の推進につきましては，結婚相談センターＹＯＵ愛ネットでの相談体制を充実する

とともに，いばらき出会いサポートセンターやＮＰＯ等と連携し，より参加しやすい交流会を企

画開催するなど，男女の出会いの場の創出を図りますとともに，移住定住相談室を中心に，本市
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での暮らしのメリットをＰＲし，お試し住宅の実施，空き家バンクへの登録を促進しまして，希

望する田舎暮らしができますように物件の増加に努めるなど，ＵＩＪターンを促進することによ

り，定住人口の拡大に努めてまいります。 

 特に若者定住の促進につきましては，子育て世帯の住宅取得に対する助成や新婚家庭への家賃

助成，民間賃貸住宅の新築に対する補助，市営住宅への入居基準の緩和などを継続して実施し，

若者世代にとって魅力ある住環境整備をすることにより，転入を促進してまいります。 

 市の地域活動への支援につきましては，引き続き地域活動の拠点となる集会施設の整備を援助

するとともに，若年層の参画を促しながら，自らの力で地域課題の解決並びに地域の活性化を図

ろうとする活動を支援いたします。 

 また，新たなコミュニティ組織につきましては，町会を初めとする地域の各種団体が連携をし

ながら自治活動を担っていく地域コミュニティの設立を推進し，地域活動の維持活性化を図って

まいります。 

 男女共同参画社会の促進につきましては，第２次常陸太田市男女共同参画推進計画に基づき，

男女共同参画が実施される社会環境づくりを促進しておりますが，平成２７年に「女性活躍推進

法」が施行されたことから，より一層女性の社会における活躍の場の創出等に努めてまいります。 

 次に，暮らしやすく楽しむことのできるまちづくりであります。 

 災害や犯罪等に対し，地域一体となって備える安心で暮らしやすいまちづくりを進めてまいり

ます。また，恵まれた自然や歴史文化といった地域資源を大切にするとともに，市街地や道路，

公共交通を初めとした社会基盤を整備することによって，豊かで利便性の高い快適な暮らしを送

ることができるまちづくりを推進してまいります。 

 まず，犯罪のないまちづくりにつきましては，地域や関係機関と連携し，防犯の意識啓発を図

るとともに犯罪や交通事故を防止するため防犯灯の整備を進めてまいります。また，空き地，空

き家の適切な管理を促進し，生活環境の保全を図りますとともに，空き家に関する情報の整備と

共有化を進めてまいります。 

 災害に強いまちづくりにつきましては，近年の想定を超える集中豪雨に備えるため，関係機関

との連携を図りながら河川の危険箇所の把握に努め，計画的な改修整備や堆積土砂の撤去などに

よる河川の治水力を高めますとともに，自主防災組織と連携をし，防災体制の強化につなげるな

どハード，ソフト両面から対応してまいります。 

 また，洪水災害時における適切な避難勧告の発令や住民の自主的な避難行動には，洪水ハザー

ドマップが大変有効なものとなりますため，国県が公表する浸水想定区域等に関する最新のデー

タに基づきまして，平成１９年度及び２２年度に策定いたしました洪水ハザードマップの改訂を

行うとともに，原子力災害への対応といたしまして，県計画に基づき市広域避難計画を策定し，

住民にわかりやすいマップ形式の避難パンフレットを作成いたします。 

 さらに，災害発生時の防災対策拠点となる市役所本庁舎を平成２９年度から５カ年で改修をし

てまいり，平成２９年度は受変電設備の交換に合わせまして自家発電装置の設置及び議場のバリ

アフリー化等の改修工事を実施いたします。 
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 なお，平成２３年度から実施しております市単独の東日本大震災被害対策支援金につきまして

は，国の被害者生活再建支援制度の適用が１年間延長されたことに鑑み，同様に１年間延長する

ことといたしました。 

 消防体制におきましては，年々増加する緊急需要に対応するため，救急救命士の養成を継続し，

救命率の向上に努めてまいります。また，消防団の装備等については，団員の処遇改善を図りま

すとともに，消防ポンプ自動車２台並びに消防庁からの消防団無償貸し付けにより小型動力ポン

プ積載車１台を更新してまいります。 

 交通安全対策につきましては，地域や関係機関との連携を図りながら交通安全意識の高揚を図

る啓発活動はもとより，高齢者に係る啓発活動を進めますとともに，通学路等への歩道整備ある

いは危険箇所への交通安全施設の設置等についても引き続き進めてまいります。また，高齢者等

の運転による交通事故を抑制するため，運転免許証を自主返納した市民に対する支援事業を実施

してまいります。 

 安全な消費生活の確保につきましては，相談員や職員の研修を通じて消費生活センターの充実

を図り，被害者となりやすい高齢者などへの対策や関係機関との連携に努めるなど，継続的な取

り組みを行ってまいります。 

 良好で魅力のある市街地整備につきましては，国道３４９号バイパスの西側区域を常陸太田市

東部土地区画整理事業として事業の推進を図り，若者の定住や交流人口の拡大に向けて商業施設

の立地と都市機能の集約と産業振興拠点の拡大を図り，魅力ある市街地づくりに努めてまいりま

す。 

 公共交通体系の再編，充実につきましては，本市が抱える公共交通の課題解決のために，地域

公共交通網形成計画及び地域公共交通再編実施計画を策定いたしまして，昨年１０月に市内公共

交通の見直しを実施いたしました。今後も公共交通を市民の誰もが日常の足として利用できるよ

う，まちづくり等も連携した効率的かつ持続可能な公共交通の再編整備に努めてまいります。ま

た，ＪＲ水郡線を本市の基幹交通として維持存続していくため，引き続き，多くの市民や地域団

体等の協力をいただきながら，県及び沿線自治体と緊密な連絡提携によりまして利用促進の取り

組みを進めてまいります。 

 道路の整備につきましては，物流の効率化による生産性の向上や安全安心の確保を図りますた

めに，国県など関係機関との連携を強化し，国道３４９号バイパスの４車線化，国道２９３号常

陸太田東バイパス，国道４６１号水府里美拡幅，県道日立笠間線，県道下土木内常陸太田線，常

陸那珂港山方線など，引き続き国・県道の整備促進を図ってまいります。また，通勤通学や買い

物などの市民生活の利便性が向上するように，新宿天神林線や高柿千寿線の整備など，幹線市道

の整備や橋梁長寿命化対策を継続するとともに，生活道路につきましても整備を進めてまいりま

す。 

 上下水道の整備につきましては，上水道施設の老朽化に伴い，施設の更新並びに配水管の耐震

化を進め，安定給水を図りますとともに，公共下水道，市が設置管理を行う戸別合併処理浄化槽

など，地域に適した効率的な整備を進めまして，市民の快適な生活環境の確保，河川等の水質保



 ２９ 

全を図ってまいります。 

 自然及び生活環境の保全につきましては，ごみの減量化と資源化率の向上を図るため，資源ご

みの無料回収と２３分別回収を引き続き推進するとともに，ごみ搬出が困難な高齢者世帯等へは，

引き続き地域と連携いたしまして支援を進めてまいります。 

 また，家庭からの温室効果ガス排出量を減らすため，太陽光発電設備や高効率給湯器の設置補

助を継続し，省エネルギー，再生可能エネルギーの普及を促進してまいります。 

 次に，行政力改革についてであります。 

 企業，教育機関，金融機関等の連携の強化を図るとともに，職員の能力向上や組織力の強化，

自主性，自律性の高い財政運営に努めることにより，市民と行政のさらなる協働のまちづくりを

推進してまいります。 

 まず，情報の共有と受発信機能の強化につきましては，広報広聴活動において行政情報を迅速

かつ正確に，またわかりやすく伝えるため，広報紙やホームページの内容充実を図りますととも

に，市内はもとより市外のさまざまな年代のより多くの方にも市の情報や魅力を広く伝えますた

めに，若年層に利用者が多いフェイスブック，ツイッターなどのソーシャルメディアやメール一

斉配信，スマートフォン等を活用した広報紙の電子書籍サービス，さらには電子看板などの各種

広報媒体を活用し，より広範囲に積極的な情報発信を図ってまいります。 

 広域連携につきましては，引き続き姉妹都市等との交流を推進するとともに，秋田市，仙北市

との３市連携協定が１０周年を迎えることから，今後のさらなる友好関係のきずなを深めていく

ため，当市において記念事業を開催いたします。 

 行政経営基盤の強化につきましては，平成３１年度に開催いたします第７４回国民体育大会第

１９回全国障害者スポーツ大会に向けて全庁を挙げて取り組むために，企画課内に設置しており

ました国体準備室を課として独立設置いたします。 

 また，区画整理とまちづくり事業の推進を図るため，都市計画課から建築指導及び市営住宅等

の業務を分離いたしまして建築住宅課を設置するとともに，用地管理課を廃止して建設課に統合

いたします。 

 さらに，市の債権管理の効率化を図るため，市税のほか各種使用料や負担金など税外収入金の

収納，徴収事務を段階的に納税課へ一元化し，納税課の名称を収納課に変更するほか，学校給食

センターにつきましては，里美センター管内の児童生徒数の減少が見込まれますことから，太田

センターに統合するなど，本年４月から効率的な組織の再編を図ってまいります。 

 職員の資質向上においては，国や県への実務研修生を派遣するほか，民間研修や特別研修，Ｏ

ＪＴなどを通して資質及び能力の向上に努めますとともに，職員数は再任用の動向を踏まえつつ，

引き続き定員管理適正化計画に基づき適正化を図ってまいります。また，職場の安全衛生面にお

きましては，衛生委員会及び職場安全会議の協議に基づき，ストレスチェックやメンタルヘルス

研修等を行いながら職場の安全衛生面の向上を図ってまいります。 

 自主性，自立性の高い財政運営につきましては，真に必要な事業の推進と健全性の維持を両立

させ，将来世代に過度の負担を先送りしない持続可能な財政運営を進めてまいります。また，安
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定的な自主財源を確保するために，市税や各種使用料などの徴収率向上に努めてまいります。 

 経費の削減合理化においては，公共施設等の適正管理を推進するため，今後１０年以上に及ぶ

公共施設等の総合的かつ計画的な管理に関する基本的な市の方針を定めた公共施設等総合管理計

画を今年度中に策定いたします。その後，計画の基本方針に基づき市民のご意見をお聞きしなが

ら施設ごとの方向性をまとめてまいります。 

 また，事務事業の適切な進行管理と評価による行政経営においては，ＰＤＣＡマネジメントサ

イクルの充実と事務事業の整理合理化，予算編成との連携強化を図るため，事務事業評価管理シ

ステムを活用し，効果的かつ効率的な行政運営に努めてまいります。 

 以上，平成２９年度の市政運営にかかわる基本的な考え方と当初予算の概要について申し上げ

ました。 

 地方自治体を取り巻く環境は依然として厳しい状況にありますが，第６次総合計画で目指すま

ちの姿，幸せを感じ暮らし続けたいと思う常陸太田を実現，実感できるよう全力を挙げて取り組

んでまいる決意でありますので，議員各位を初め市民の皆様のより一層のご理解とご協力を重ね

てお願いを申し上げ，施政方針といたします。 

 最後になりましたが，今定例会に提出いたしました議案は３０件でございます。条例の制定が

１件，条例の一部改正９件，公の施設に係る指定管理者の指定が２件，市道路線の認定１件，平

成２８年度補正予算７件，平成２９年度当初予算１０件でございます。なお会期中に地方創生拠

点整備交付金にかかわります平成２８年度補正予算１件，人事案件３件を追加提案する予定でご

ざいますので，よろしくお願いを申し上げます。 

 各議案の提案理由につきましては，議題となりましたときに，副市長及び担当部長よりご説明

申し上げます。何とぞ慎重なるご審議の上，原案のとおり承認可決，ご同意を賜りますようお願

い申し上げまして挨拶といたします。どうぞよろしくお願いします。 

○益子慎哉議長 説明は終わりました。 

            ─────────────────── 

 日程第３ 議案第２号ないし議案第１４号 

○益子慎哉議長 次に，日程第三，議案第２号常陸太田市職員の公益的法人等への派遣等に関す

る条例の制定について，議案第３号常陸太田市表彰条例の一部改正について，議案第４号常陸太

田市行政組織条例の一部改正について，議案第５号常陸太田市個人情報保護条例の一部改正につ

いて，議案第６号常陸太田市市税条例等の一部改正について，議案第７号常陸太田市東日本大震

災被害対策支援金等支給条例の一部改正について，議案第８号常陸太田市営住宅の設置及び管理

に関する条例の一部改正について，議案第９号常陸太田市企業職員の給与の種類及び基準に関す

る条例の一部改正について，議案第１０号常陸太田市消防団の定数，任免，給与，服務等に関す

る条例の一部改正について，議案第１１号常陸太田市学校給食センターの設置及び管理に関する

条例の一部改正について，議案第１２号常陸太田市公の施設に係る指定管理者の指定について，

議案第１３号常陸太田市公の施設に係る指定管理者の指定について，議案第１４号常陸太田市道

路線の認定について，以上１３件を一括議題といたします。 



 ３１ 

 提案理由の説明を求めます。副市長。 

〔宮田達夫副市長 登壇〕 

○宮田達夫副市長 議案第９号を除く１２件につきまして，提案者にかわりましてご説明申し上

げます。 

 議案書の１ページをお開きください。 

 議案第２号は，常陸太田市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例の制定についてでござ

います。 

 提案理由でございますが，「公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律」の

規定に基づき，本市職員の公益的法人等への派遣に関し必要な事項を定めるため，本条例を制定

するものでございます。 

 内容につきましては，お配りいたしました議案第２号資料，常陸太田市職員の公益的法人等へ

の派遣等に関する条例についてによりご説明申し上げます。 

 第１条は，本条例制定の趣旨でございますけれども，公益的法人への職員の派遣に関しまして

必要な事項を，条例において定めるものでございます。 

 第２条は，職員の派遣できる団体の要件でございますけれども，（１）は，市の業務と密接な

関係があること，（２）は，市がその施策の推進を進めるため人的援助を行う必要があると認め

る団体であることの２つを規定しております。 

 第２条第２項は，派遣対象としない職員でございますが，（１）の臨時職員から（６）の公営

企業職員及び技能労務職員までとし，一般職員を対象とするものでございます。 

 第２条第３項は，本市と派遣団体との間での取り決めにおきまして法律で定める事項以外の取

り決めでございますけれども，（１）は，労働災害保険や健康管理などの福利厚生に関する事項，

（２）は，派遣先における従事状況の市への連絡に関する事項の２つを定めております。 

 第３条は，任期満了前に市へ復帰する要件でございますが，（１）の派遣先での役職の地位を

失った場合から（６）の派遣職員が懲戒処分となった場合までを定めております。 

 第４条は，派遣職員の給与でございますが，派遣職員の業務が本市の委託を受けて行う業務等

である場合には，市から給与を支給できることとするものでございます。 

 第５条は，派遣団体における業務従事中の負傷等により休職となり市へ復帰した職員の給与で

ございますが，派遣期間中の業務を公務とみなし，給与は全額支給できることとするものでござ

います。 

 第６条は，派遣職員の復帰時における処遇でございますが，給料において部内の他の職員と健

康上認められる範囲で調整ができることとするものでございます。これは，派遣先におきまして

昇給がなかった場合，復帰後に調整を行うとするものでございます。 

 第７条は，報告でございますが，派遣職員の任命権者は，派遣職員の派遣先での状況及び市へ

復帰したときの状況について市長へ報告することといたします。 

 第８条は，委任でございますが，必要な事項は規則で定めることとしております。 

 付則でございますが，この条例は平成２９年４月１日から施行いたします。 



 ３２ 

 恐れ入りますが，議案書にお戻り願います。５ページをお開き願います。参考といたしまして，

常陸太田市職員の公益的法人等への派遣等に関する規則を添付してございますが，派遣団体につ

きましては，第２条に定める社会福祉協議会，シルバー人材センター，観光物産協会，里美ふる

さと振興公社の４団体でございます。 

 なお，この条例及び規則の制定によりまして，経営が悪化しております里美ふるさと振興公社

に人的支援として職員を派遣する，あるいは外郭団体からの要請に応じて人的支援として職員を

派遣するなど，ベテラン職員の再任用などを有効に活用してまいりたいと考えております。 

 議案第２号は以上でございます。 

 続きまして，７ページをお開き願います。 

 議案第３号は，常陸太田市表彰条例の一部改正についてでございます。 

 提案理由でございますが，自治功労表彰の対象として特別職のうち教育長を加えるため，本条

例の一部改正を行うものでございます。 

 改正内容につきましては，新旧対照表でご説明いたします。恐れ入りますが，９ページをお開

き願います。「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律」を踏まえ，第

３条第１項に，第４号として満９年以上教育長の職にある者を新たに加えるものでございます。 

 恐れ入りますが，８ページにお戻り願います。付則でございますが，この条例は公布の日から

施行し，在職期間の特例といたしまして，法施行前に教育長として在職した期間を，条例改正後

の教育長の在職期間とみなすものでございます。 

 議案第３号は以上でございます。 

 続きまして，１０ページをお開き願います。 

 議案第４号は，常陸太田市行政組織条例の一部改正についてでございます。 

 提案理由でございますが，各部局における税や使用料など各種債権の管理を一元化することに

より市の債権管理の効率的運用を図るため，本条例の一部改正を行うものでございます。 

 改正内容につきましては，新旧対照表にてご説明いたします。恐れ入りますが１２ページをお

開き願います。 

 改正案の第３条，部の分掌事務の（１）総務部の分掌事務でございますが，現行のク，その他

他部に属さない事項の調整に関することを１つ繰り下げてケとし，キの税の賦課徴収に関するこ

との次にクといたしまして，税外収入金の収納に関することを加えるものでございます。これは

県内のほかの自治体に先駆けまして，市税のほか各種使用料や負担金など税外収入金の収納，徴

収事務を平成２９年度より段階的に現在の納税課へ一元化し，市の債権管理の効率化を図るため

に改正を行うものでございます。 

 恐れ入りますが，１１ページにお戻り願います。付則でございますが，本条例は平成２９年４

月１日から施行するものでございます。 

 議案第４号は，以上でございます。 

 続きまして，１３ページをお開き願います。 

 議案第５号は，常陸太田市個人情報保護条例の一部改正についてでございます。 
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 提案理由でございますが，「個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を

識別するための番号の利用等に関する法律」，いわゆる「マイナンバー法」の一部を改正する法

律が，平成２９年５月３０日から施行されることに伴い，本条例の一部改正を行うものでござい

ます。 

 内容につきましては，新旧対照表にてご説明いたします。恐れ入りますが１５ページをお開き

願います。 

 現行の第２条第９項では，情報提供等記録の定義を定めておりますが，「マイナンバー法」の

一部改正により，本年５月から条例で定めております個人番号の独自利用について，中間サーバ

ーを使用して情報を提供することが可能となり，法第２３条の情報提供等の記録や保存におきま

しても同様に取り扱う必要があるために，右側，改正案でございますが，法第２６条の準用規定

を本条例に追加するものでございます。 

 続きまして，第３４条第１項第４号でございますが，「マイナンバー法」に第２６条が追加さ

れたことに伴う条ずれの整理でございます。 

 恐れ入りますが，１４ページにお戻り願います。付則でございますが，本条例は平成２９年５

月３０日から施行いたします。 

 議案第５号は以上でございます。 

 続きまして，１６ページをお開き願います。 

 議案第６号は，常陸太田市市税条例等の一部改正についてでございます。 

 提案理由でございますが，「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うた

めの地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」及び「地方税法

施行令の一部を改正する政令等の一部を改正する政令」が，平成２８年１１月２８日に公布，施

行され，消費税の税率引き上げ期日が延期されたところでございます。この改正に伴い，本市市

税条例の一部改正を行うものでございます。 

 改正内容が多岐にわたりますので，お配りいたしました議案第６号資料によりご説明申し上げ

ます。 

 今回の改正のポイントは，消費税の税率引き上げの期日が平成２９年４月１日から平成３１年

１０月１日へと延期されたことにより，消費税の税率引き上げと同時に施行する予定であったも

のを，内容はそのままに延期させる措置等でございます。 

 １の個人住民税でございますが，住宅ローン控除制度の適用期限を延長させるための改正でご

ざいます。個人市民税における住宅ローン控除制度につきまして，消費税の税率引き上げ期日が

延期されたことを踏まえ，所得税同様その対象期間を２年６月延長し，その適用期限を平成３１

年６月３０日から平成３３年１２月３１日までとするものでございます。控除期間は１０年とな

っておりますので，控除期間につきましても，平成４１年度から平成４３年度に延長するもので

ございます。 

 続きまして，２の法人住民税でございますが，法人税割の税率引き上げの施行期日の延期でご

ざいます。消費税の税率引き上げ期日の延期に伴い，施行の期日を平成２９年４月１日から平成
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３１年１０月１日へと延期するものでございます。 

 次に，３の軽自動車税でございますが，（１）環境性能割の導入の施行期日の延期でございま

す。こちらにつきましても，消費税の税率引き上げ期日の延期に伴い，施行の期日を平成２９年

４月１日から平成３１年１０月１日へと延期いたします。 

 最後に（２）グリーン化特例の適用の延長でございますが，環境性能割の導入の時期が延期に

なったことに伴い，減額措置を１年間延長するものでございます。対象は平成２８年４月１日か

ら平成２９年３月３１日までに新規取得した３輪以上の軽自動車でございまして，対象年度は平

成２９年度のみとなっております。 

 恐れ入りますが，議案書にお戻り願います。２３ページでございます。付則といたしまして，

この条例は公布の日から施行するものでございます。 

 議案第６号は以上でございます。 

 続きまして，４２ページをお開き願います。 

 議案第７号は，常陸太田市東日本大震災被害対策支援金等支給条例の一部改正についてでござ

います。 

 提案理由でございますが，法に基づく東日本大震災の被災者生活再建支援金制度の適用が１年

間延長されることに準じ，本市支援金制度を１年間延長するため，本条例の一部改正を行うもの

でございます。 

 内容につきましては，新旧対照表でご説明いたします。恐れ入りますが４４ページをお開き願

います。附則第２項中の執行日を平成２９年３月３１日から平成３０年３月３１日に改めるもの

でございます。これに伴い当該制度は７年目を迎えることになります。 

 恐れ入りますが，４３ページにお戻り願います。付則でございますが，本条例は公布の日から

施行するものでございます。 

 議案第７号は以上でございます。 

 続きまして，４５ページをお開き願います。 

 議案第８号は，常陸太田市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正についてでございま

す。 

 提案理由でございますが，市営住宅への入居者の資格要件を緩和し，定住の促進を図ること及

び市営住宅の一部用途廃止に伴い，本条例の一部改正を行うものでございます。 

 内容につきましては，新旧対照表にてご説明いたします。恐れ入りますが，４７ページをお開

き願います。 

 まず，現行の欄でございますが，第６条第１項第１号ただし書きでは，市外に住居を要する場

合でも，申し込みができる新婚世帯につきまして，年齢が婚姻届け出日現在で夫婦いずれも満５

０歳以下であり，市営住宅入居申し込み日現在で婚姻届け出後３年を経過していない夫婦の世帯

としておりますが，左側，改正欄では，年齢制限を削除し，婚姻届け出後１０年を経過していな

い夫婦に条件を緩和し，入居の促進を図るものでございます。 

 続きまして，現行の４７ページ下段の第４号，アの（ア）から次ページの（カ）までは，入居
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に当たっての収入基準が２１万4,０００円までの者の要件を定めたものでございますが，新たに

改正案下段（キ）の入居者又は同居者である配偶者に妊娠中の者がいる場合を追加し，収入基準

緩和の要件の範囲を拡大するものでございます。 

 続きまして，４９ページの別表第１をごらん願います。用途廃止によりまして中段の幡町団地

１を１戸，新宿町団地３を２戸減するものでございます。 

 恐れ入りますが，４６ページにお戻り願います。付則でございますが，本条例は公布の日から

施行するものでございます。ただし，第６条第１項第１号ただし書き及び同項第４号アの規定は，

平成２９年４月１日からの施行といたします。第２項は，経過措置の規定でございます。 

 議案第８号は以上でございます。 

 議案第９号につきましては，後ほど上下水道部長からご説明申し上げます。 

 続きまして，５３ページをお開き願います。 

 議案第１０号は，常陸太田市消防団の定数，任免，給与，服務等に関する条例の一部改正につ

いてでございます。 

 提案理由でございますが，消防団員の処遇を改善し，地域防災力の充実強化を図るため，本条

例の一部改正を行うものでございます。 

 内容につきましては，新旧対照表にてご説明いたします。恐れ入りますが，５５ページをお開

き願います。右側，現行の欄でございますが，別表第１に定めております基本消防団員の報酬額

は，これまで団長８万円から団員１万8,０００円でございましたが，左側の改正案では，基本消

防団員の報酬額を一律3,２００円引き上げ，団長８万3,２００円から団員２万1,２００円とする

ものでございます。 

 続きまして，右側，現行欄の下段，別表第２でございますが，火災と風水害，警戒，訓練に対

する費用弁償の金額は，これまで一律1,６００円でございましたけれども，左側の改正案では，

火災等及び風水害に対する費用弁償の金額を1,４００円引き上げて3,０００円とし，警戒及び訓

練に対する費用弁償の金額を３００円引き上げて1,９００円とするものでございます。 

 恐れ入りますが，５４ページにお戻り願います。付則でございますが，本条例は平成２９年４

月１日から施行するものでございます。 

 改正の背景につきましては，恐れ入りますが，お配りしております議案第１０号資料，消防団

員の処遇の改善に対する答申概要にて，ご説明申し上げます。 

 １の経緯でございますが，常陸太田市消防審議会が昨年７月２５日に設置され，８月から本年

２月にかけまして４回にわたり審議会を開催いたしました。 

 ２の委員の方々から平成２９年２月１日にご提出いただきました消防団員の処遇の改善に対す

る答申を承認し，本定例会に上程させていただいたところでございます。 

 ３の答申の趣旨でございますが，県内全ての市町村，近隣市町村一般会計予算または消防団組

織の同規模な市町村などを比較して，あらゆる観点からご審議をいただきましたところ，本市の

支給額は比較対象とした全ての平均額を下回っていたことにより，消防団員の処遇の改善に対す

る答申をいただいたところでございます。 
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 資料の２ページをお開き願います。 

 ４の報酬の改善につきましては，参考１の表をごらん願います。報酬につきましては，各自治

体の財政力が基本となっておりますので，本市と同様の財政力指数である市町が現在支給してい

る報酬から算定いたしております。右側，消防団を構成する最も若い団員に対する報酬の平均支

給額は，下から２段目になりますが２万1,２６７円となっております。本市の団員に対する支給

額は上段の１万8,０００円であり，3,２６７円の差が生じております。これを基礎額とし，１０

０円未満の半数を切り捨てた3,２００円を改正案といたしました。なお，報酬の改正は，団員の

確保と本市の財政力の観点から若手団員に配慮し，上位階級に割り増しを行わず一律にすべきと

の答申を承認し，改正を行うものでございます。 

 ３ページをお開き願います。上段の表の１番下の欄でございますが，機能別消防団員につきま

しては，平成２５年度から新たに導入した制度であり，近隣市町村の支給額と同額でありますこ

とから据え置くことといたしました。 

 ５の費用弁償の改善でございますが，（１）の火災等及び風水害に対する費用弁償の改善につ

きましては，参考２の表をごらん願います。本市の地域性を考慮した災害活動は，近隣市町村の

活動実態と同様と認められるため，本市及び本市よりも低額である北茨城市を除いた近隣７市町

村の平均支給額3,０２９円を基礎額とし，１００円未満の端数を切り捨て3,０００円に増額すべ

きとの答申を承認し，改正するものでございます。 

 資料の４ページをお開き願います。（２）の警戒及び訓練に対する費用弁償の改善につきまし

ては，警戒及び訓練の活動実態は，県内の各消防団とも同様でありますため，参考３の表でござ

いますが，県内の各市町村が支給している平均支給額1,９４６円を基礎額とし，１００円未満の

端数を切り捨て1,９００円に増額すべきとの答申を承認し，改正させていただくものでございま

す。 

 議案第１０号は以上でございます。 

 恐れ入りますが，議案書にお戻り願います。５６ページをお開き願います。 

 議案第１１号は，常陸太田市学校給食センターの設置及び管理に関する条例の一部改正につい

てでございます。 

 提案理由でございますが，常陸太田市学校給食センター里美センターを廃止するため，本条例

の一部改正を行うものでございます。 

 内容につきましては，新旧対照表でご説明いたします。恐れ入りますが５８ページをお開き願

います。右側，現行の第２条第３項を削除するものでございます。 

 恐れ入りますが，５７ページにお戻り願います。付則でございますが，この条例は平成２９年

４月１日から施行いたします。 

 なお，学校給食センター里美センターでは，昨年まで里美小中学校，里美幼稚園，水府小学校

の３施設に対し２８５食分を配食しておりましたが，本年度，里美幼稚園の認定こども園化によ

り配食先が２施設となり１９食減，また，人口減少によりまして５年後には５９食の減が予想さ

れております。また，太田の学校給食センターは十分な余力がありますことから，施設の統一を
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実施するものでございます。 

 議案第１１号は以上でございます。 

 続きまして，５９ページをお開き願います。 

 議案第１２号，及び，次ページの議案第１３号は，常陸太田市公の施設に係る指定管理者の指

定についてでございます。 

 両議案の提案理由でございますが，「地方自治法」第２４４条の２第６項の規定に基づき指定

管理者を指定するため，議会の議決をお願いするものでございます。 

 内容につきましては，お配りいたしました議案第１２号，第１３号資料，常陸太田市公の施設

に係る指定管理者の指定についてにより，一括してご説明させていただきます。 

 まず，経緯でございますが，昨年７月８日に里美ふるさと振興公社における経営悪化を受けま

して，公社理事会において経営改善組織の設置が提案されました。これを受け，７月２５日に市

と公社からなる公社経営健全化検討委員会が設置され，８月から本年２月にかけまして計４回の

会議により改善協議を行ってまいりました。１２月２日の欄でございますが，このような状況を

踏まえまして，昨年１２月の第４回市議会定例会におきましては，今年度指定期間満了予定の１

０施設のうち，里美ふるさと振興公社が管理する里美地区の４施設につきまして指定管理の議案

上程を見送り，それ以外の６施設につきまして議決をいただいたところでございます。 

 その後，本年１月２３日の公社理事会において経営健全化計画案が承認され，２月６日の４回

目の経営健全化検討委員会において正式策定され，公社経営の改善見通しが立ちましたことから，

２月９日に行われました指定管理者選定委員会において公募によらない選定とすることで内容を

審議し，指定管理予定者を選定したところでございます。 

 下段の概要でございます。施設名の欄，議案第１２号は，市営里美斎場でございます。 

 議案第１３号は，里美カントリー牧場，里美温泉保養センター，総合交流ターミナルの３施設

でございます。 

 それぞれの施設の設置及び管理に関する条例の規定に基づきまして，一般財団法人里美ふるさ

と振興公社を指定管理予定者とするものでございます。 

 指定期間でございますが，星印にありますように，本来であれば施設の維持管理とソフト事業

を一体的に行う施設のため５年間とするものでございますが，公社の経営状況を注視の観点から

おおむね５カ年間を目途とし，１年ごとに見直しを図るため，平成２９年４月１日から平成３０

年３月３１日までの１年間の指定とするものでございます。 

 なお，参考といたしまして，指定管理予定者の業務内容，財政力状況を記載しておりますので，

後ほどごらん置き願います。 

 議案第１２号，第１３号は以上でございます。 

 恐れ入りますが議案書にお戻り願います。６１ページをお開き願います。 

 議案第１４号は，常陸太田市道路線の認定についてでございます。 

 提案理由でございますが，山下町の県合同庁舎から三才町地内に至る日立電鉄軌道敷跡地の道

路改良工事に伴いまして，市道路線として認定するため，「道路法」第８条第２項の規定により
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議会の議決を求めるものでございます。 

 ６２ページをお開き願います。路線名は１３９２号線，起点は山下町４１１９番地先，終点は

三才町８７９番１地先，幅員は５メートル，延長は６２5.５７メートルでございます。 

 ６３ページから６４ページにかけまして，認定する市道路線の認定位置図及び認定図を添付し

てございますので，後ほどごらん置き願います。 

 私からの議案説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

○益子慎哉議長 上下水道部長。 

〔井坂光利上下水道部長 登壇〕 

○井坂光利上下水道部長 恐れ入りますが，議案書の５０ページをお開き願います。 

 議案第９号常陸太田市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正について，提案

者にかわりまして説明させていただきます。 

 提案理由でございますが，人事院勧告に準じた措置を講ずることに伴い，企業職員の扶養親族

の区分を改正するため，本条例の一部改正を行うものでございます。 

 恐れ入りますが，５２ページをお開き願います。内容につきまして，新旧対照表によりご説明

いたします。第６条，扶養手当でございますが，人事院勧告によりまして，平成２９年度よりこ

の扶養手当が増額となり，子と孫を区分する必要が生じたことから，第２項第２号を子だけとし，

第３号に孫を追加するとともに，従来の第３号以下を１号ずつ繰り下げるものでございます。 

 恐れ入りますが，５１ページにお戻りいただきます。付則でございますが，この条例は平成２

９年４月１日から施行するものでございます。 

 私からの説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○益子慎哉議長 説明は終わりました。 

            ─────────────────── 

 日程第４ 議案第１５号ないし議案第２１号 

○益子慎哉議長 次に，日程第４，議案第１５号平成２８年度常陸太田市一般会計補正予算（第

６号）について，議案第１６号平成２８年度常陸太田市国民健康保険特別会計補正予算（第４号）

について，議案第１７号平成２８年度常陸太田市介護保険特別会計補正予算（第３号）について，

議案第１８号平成２８年度常陸太田市下水道事業特別会計補正予算（第３号）について，議案第

１９号平成２８年度常陸太田市農業集落排水事業特別会計補正予算（第４号）について，議案第

２０号平成２８年度常陸太田市戸別合併処理浄化槽設置整備事業特別会計補正予算（第１号）に

ついて，議案第２１号平成２８年度常陸太田市簡易水道事業特別会計補正予算（第３号）につい

て，以上７件を一括議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。副市長。 

〔宮田達夫副市長 登壇〕 

○宮田達夫副市長 提案者にかわりまして，ご説明申し上げます。 

 恐れ入りますが，別冊横長の議案書，平成２９年第２回常陸太田市議会定例会補正予算書をご

らん願います。１枚おめくり願います。 
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 議案第１５号は，平成２８年度常陸太田市一般会計補正予算（第６号）でございます。１ペー

ジをお開き願います。 

 第１条で，歳入歳出予算の総額からそれぞれ２億1,１７８万7,０００円を減額し，総額を２３

７億9,６４８万1,０００円とするものでございます。第２条で，繰越明許費の補正，第３条で，

債務負担行為の補正，第４条で，地方債の補正を行っております。 

 主な内容につきましては，事項別明細書によりご説明いたします。恐れ入りますが，１２ペー

ジをお開き願います。 

 歳入でございます。上段の１３款１項３目衛生使用料の補正につきましては，瑞竜霊園等にお

ける霊園永代使用料につきまして，当初見込みより増収となりましたことから1,０８０万8,００

０円を追加するものでございます。 

 中段の１４款１項１目民生費国庫負担金でございますが，１節社会福祉費負担金のうち右側，

説明の欄の上から２行目，障害者自立支援給付費負担金の補正につきましては，歳出予算の増額

に伴い2,２０７万7,０００円を追加するものでございます。 

 下段の１４款２項４目土木費国庫補助金の補正につきましては，補助額の確定により増減合わ

せまして3,６２６万6,０００円を減額するものでございます。 

 １３ページをごらん願います。上段の同款同項６目教育費国庫補助金でございますが，１節小

学校費補助金，２節中学校費補助金の学校施設環境改善交付金の補正につきましては，昨年１２

月の市議会定例会におきまして補正予算に計上いたしました，小学校並びに中学校の大規模改修

事業に対する国の加算措置による増額分を合わせまして1,７１５万7,０００円を追加するもので

ございます。 

 ７目農林水産業費国庫補助金の右側，説明の欄，山村活性化支援交付金の補正でございますが，

当交付金事業におきましては，本年３月末をもって県酪農業協同組合連合会より小里財産区へ返

還される里美共同模範牧場跡地に広葉樹等を植栽し，その際の土壌改良剤に竹を活用することを

予定しておりましたが，地元の畜産業者が引き続き牧場として使用する見込みとなりましたこと

から，本事業を進めることが困難となりましたため，９５０万円を減額するものでございます。 

 中段から次の１４ページにかけての１５款県支出金の補正につきましては，歳出予算の増減や

補助金等の確定によるものでございます。 

 １４ページをごらん願います。中段の１７款１項２目総務費寄附金につきましては，ふるさと

常陸太田寄附金が当初見込んでいた金額に達しないことから2,０００万円を減額するものでござ

います。 

 下段の１８款２項基金繰入金の補正でございますが，事業の確定などにより歳出予算が減額と

なりましたことから，１目財政調整基金繰入金，２目減債基金繰入金につきまして，それぞれ減

額するものでございます。 

 １５ページをごらん願います。下から２段目２０款４項３目雑入のうち右側，説明の欄２行目，

福島第一原子力発電所事故に係る損害賠償金の補正につきましては，平成２７年度の有害鳥獣被

害防止対策費用に対する損害賠償金の確定によりまして６６５万5,０００円を追加するものでご
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ざいます。 

 下段の２１款１項市債でございますが，５目過疎対策事業債のうち次の１６ページ右側，説明

の欄１行目の金砂郷中学校屋内運動場整備事業債の補正につきましては，歳出予算の財源といた

しまして3,０８０万円を追加するものでございます。その他の市債の補正でございますが，いず

れも歳出予算の増減によるものでございます。 

 １７ページからは歳出でございますが，今回の補正予算につきましては，各事業の内容，数量

等の確定あるいは契約差金などが主な内容でございますので，大きく増減する事項を中心にご説

明いたします。 

 １７ページ下段の２款１項３目財政管理費，３億1,２３２万3,０００円の補正につきましては，

将来の地方債償還財源といたしまして，減債基金に積み立てを行うものでございます。 

 恐れ入りますが，１９ページをお開き願います。上段の同款同項１４目交通対策費の１９節負

担金補助及び交付金の補正につきましては，昨年１０月からの地域公共交通の再編前におけるバ

ス路線維持に係る負担金及び補助金に不足が生じましたことから７９１万9,０００を追加するも

のでございます。 

 恐れ入りますが２１ページをお開き願います。下段の３款１項４目障害者福祉費でございます

が，２０節扶助費の自立支援給付費の補正につきましては，各種サービスの利用件数の増加によ

り3,７０２万円を追加するものでございます。 

 ７目介護保険費の１９節負担金補助及び交付金の地域介護福祉空間整備推進事業費２４０万円

の補正につきましては，国の補正予算で措置された補助事業を活用し，高齢者施設の防犯対策を

強化するため防犯カメラを導入する市内５施設に支援をするため追加するものでございます。 

 ２２ページをお開き願います。最下段の４款１項１目保健衛生総務費でございます。次の２３

ページにございます１３節委託料の補正につきましては，昨年１０月の地域公共交通の再編によ

り，患者輸送バスの運行を路線バスへと切りかえましたことにより，７３１万3,０００円を減額

するものでございます。 

 ３つ飛びまして１０目霊園費の１５節工事請負費の補正につきましては，当初，瑞竜霊園にお

けるのり面崩落箇所の復旧工事やスロープ整備工事を予定しておりましたが，工事予定箇所のの

り面に新たに地割れが発生したため事業内容の見直しを行い，崩落箇所ののり面を安定勾配にす

る復旧工事のみにとどめたため，3,０２２万7,０００円を減額するものでございます。 

 恐れ入りますが，２５ページをお開き願います。上段の５款１項５目農地費の１９節負担金補

助及び交付金の補正につきましては，県等の事業費の確定によりまして，あわせまして2,０６８

万4,０００円を減額するものでございます。 

 恐れ入りますが２７ページをお開き願います。上段の７款２項３目道路新設改良費の１３節委

託料の補正につきましては，クロイソオオギメ線のルート変更による県との協議に時間を要した

こと等により1,３１７万円を減額するものでございます。 

 同じく２２節補償補てん及び賠償金の補正につきましては，電柱の移設先を民地から官地に変

更したこと等に伴い，７７０万円を減額するものでございます。 
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 ２８ページをお開き願います。最下段の９款３項中学校費でございます。次の２９ページにご

ざいます３目学校建設費の補正につきましては，金砂郷中学校整備事業の確定によりまして，１

３節委託料を3,２４４万3,０００円減額するものでございます。 

 ３０ページをお開き願います。最下段の１１款公債費の補正でございますが，平成２７年度債

の借り入れが終了し，支払い額が確定しましたことから，２目利子を2,３０４万4,０００円減額

するものでございます。 

 恐れ入りますが，６ページにお戻り願います。第２表は，繰越明許費補正でございます。 

 国の補正予算に基づくもの，関係機関との調整に日時を要したものなど合計６事業を，それぞ

れの金額において翌年度に繰り越すものでございます。 

 ７ページをごらん願います。第３表は債務負担行為補正でございます。 

 まず，追加でございます。里美温泉保養センターほか指定管理業務につきましては，新年度４

月当初からの業務開始に当たり，平成２８年度中に契約事務を進める必要があるため，限度額の

範囲において債務の負担を行うものでございます。 

 続きまして，変更でございます。幼稚園バス運行業務につきましては，４月一月分を一般旅客

自動車運送業許可で運行する費用が生じたため，限度額を８５万円増額し1,９０５万9,０００円

としたものでございます。 

 ８ページをお開き願います。第４表は地方債補正でございます。まず，廃止でございます。公

営住宅整備事業費につきましては，一般財源が確保できましたことから地方債を廃止するもので

ございます。 

 続きまして，変更でございます。いずれも歳出予算の増減により変更するものでございますが，

これにより限度額合計を，左側の１７億１０万円から右側の１６億8,７４０万円に減額するもの

でございます。 

 議案第１５号は，以上でございます。 

 続きまして，議案第１６号は，平成２８年度常陸太田市国民健康保険特別会計補正予算（第４

号）でございます。１ページをお開き願います。 

 第１条で，歳入歳出予算の総額にそれぞれ８２６万8,０００円を追加し，総額を７１億9,４５

１万4,０００円とするものでございます。主な内容につきましては，事項別明細書によりご説明

いたします。恐れ入りますが，６ページをお開き願います。 

 歳入でございます。７款１項１目高額医療費共同事業交付金の補正につきましては，高額医療

費共同事業拠出金の増額により７５２万円を追加するものでございます。 

 ９款１項１目一般会計繰入金の補正につきましては，国の負担金等の額の確定に伴い１７３万

8,０００円を追加するものでございます。 

 ３段目の同款２項１目支払準備基金繰入金につきましては，歳入歳出予算の歳入歳出の予算調

整により９９万円を減額するものでございます。 

 ７ページをごらん願います。歳出でございます。 

 ７款１項１目高額医療費共同事業拠出金につきましては，高額な医療費の増加に伴い国保連合
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会への拠出金を８２６万8,０００円増額するものでございます。 

 議案第１６号は，以上でございます。 

 続きまして，議案第１７号は，平成２８年度常陸太田市介護保険特別会計補正予算（第３号）

でございます。１ページをお開き願います。 

 第１条で，歳入歳出予算の総額からそれぞれ５５２万4,０００円を減額し，総額を５７億4,１

０５万5,０００円とするものでございます。 

 主な内容につきましては，事項別明細書によりご説明いたします。恐れ入りますが，６ページ

をお開き願います。 

 歳入でございます。３款１項国庫負担金から２段目の同款２項４目地域支援事業交付金までの

５項目につきましては，介護給付費及び介護予防に係る地域支援事業費の減額に伴う国庫支出金

の減額補正でございます。 

 ５目災害臨時特例補助金につきましては，東日本大震災による原発事故避難者の保険料及び利

用負担額の補助金が国より示されましたことから６９万3,０００円を追加するものでございます。 

 ３段目，４款支払基金交付金から７ページ上段の５款県支出金までにつきましては，介護給付

費及び介護予防に係る地域支援事業費の減額に伴う支払い基金及び県負担分の減額補正でござい

ます。 

 ２段目の６款１項１目利子及び配当金につきましては，支払準備基金積立金利子を４８万9,０

００円追加するものでございます。 

 最下段７款１項１目介護給付費繰入金から４目の地域支援事業繰入金につきましては，介護給

付費及び地域支援事業費の減額に伴うものでございます。 

 ５目の低所得者保険料軽減繰入金につきましては，対象者数の確定に伴い，あわせまして１４

１万8,０００円を減額するものでございます。 

 ８ページをお開き願います。歳出でございます。 

 ２款１項介護サービス等諸費及び下段の同款２項介護予防サービス等諸費につきましては，各

サービスの給付件数の増減に伴い，２款全体で５５８万1,０００円を減額するものでございます。 

 ９ページをごらん願います。４款１項１目介護予防二次予防高齢者施策事業費から２段目，同

款２項３目任意事業費までにつきましては，地域支援事業の利用見込みの減に伴い，あわせまし

て２５８万5,０００円を減額するものでございます。 

 最下段６款１項１目支払準備基金積立金につきましては，利子の増額及び保険給付費の減額補

正に伴い，６５歳以上の第１号被保険者保険料の余剰額を積み立てるものでございます。 

 １０ページをお開き願います。８款諸支出金につきましては，平成２７年度決算に伴う国県支

出金について清算を行うものでございます。 

 議案第１７号は以上でございます。 

 続きまして，議案第１８号は，平成２８年度常陸太田市下水道事業特別会計補正予算（第３号）

でございます。１ページをお開き願います。 

 第１条で，歳入歳出予算の総額からそれぞれ3,９１６万9,０００円を減額し，総額を１２億9,



 ４３ 

５７２万3,０００円とするものでございます。第２条で，繰越明許費，第３条で地方債の補正を

行っております。主な内容につきましては，事項別明細書によりご説明いたします。 

 恐れ入りますが，８ページをお開き願います。 

 歳入でございます。４款１項１目下水道事業県補助金の補正でございますが，県補助金対象事

業の減により１３０万円を減額するものでございます。 

 １つ飛びまして，６款１項１目一般会計繰入金の補正につきましては，工事請負費及び委託料

の入札差金等により歳出予算が減額となったため，1,８７１万円を減額するものでございます。 

 ７款１項１目繰越金の補正は，前年度繰越金の確定により2,２３４万5,０００円を追加するも

のでございます。 

 ９款１項市債の補正につきましては，委託料における大幅な入札差金と事業のコスト縮減によ

り，１目下水道事業債，２目過疎対策事業債あわせまして4,１５０万円の減額を行うものでござ

います。 

 ９ページをごらん願います。歳出でございます。 

 １款１項１目公共下水道費のうち１３節委託料は，委託内容の変更及び入札差金等により1,９

００万円，１５節工事請負費は，入札差金等により９００万円，２２節補償補てん及び賠償金は，

工事に伴う水道管の移設工事が回避できたことによる３００万円など，あわせまして3,３０２万

4,０００円を減額するものでございます。 

 ２目流域下水道費の補正につきましては，右側の説明の欄にございますように，県事業による

那珂久慈流域下水道の建設工事費の増に伴うもの，維持管理費は，流域下水道への流入汚水量の

増によるもの，あわせまして５０５万5,０００円を増額するものでございます。 

 ３目突貫下水道費の補正につきましては，工事に伴う水道管の移設工事が回避できたことによ

り８００万円を減額するものでございます。 

 ２款公債費の補正は，償還利子の確定により３２０万円を減額するものでございます。 

 恐れ入りますが，４ページにお戻り願います。第２表は，繰越明許費でございます。平成２８

年度の那珂久慈流域下水道建設工事負担金につきましては，県からの通知により７６２万1,００

０円を繰り越すものでございます。 

 ５ページをごらん願います。第３表は，地方債補正でございます。記載の４事業につきまして

限度額合計を左側の２億6,６９０万円から右側の２億2,５４０万円に減額するものでございます。 

 議案第１８号は以上でございます。 

 続きまして，議案第１９号は，平成２８年度常陸太田市農業集落排水事業特別会計補正予算（第

４号）でございます。１ページをお開き願います。 

 第１条で，歳入歳出予算の総額からそれぞれ７４４万3,０００円を減額し，総額を３億4,２５

９万1,０００円とするものでございます。主な内容につきましては，事項別明細書によりご説明

いたします。恐れ入りますが，６ページをお開き願います。 

 歳入でございます。４款１項１目一般会計繰入金の補正は，歳出予算の減により1,４０４万2,

０００円を減額するものでございます。 
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 ５款１項１目繰越金の補正でございますが，前年度繰越金の確定により６５９万9,０００円を

追加するものでございます。 

 ７ページをごらん願います。歳出でございます。 

 １款１項１目総務管理費のうち１１節需用費は，電力契約の見直しに伴い電気料金が削減され

ましたことに伴い３５３万6,０００円，１３節委託料は，入札差金等により３４０万円，２７節

公課費は，消費税納付額の確定に伴い５０万7,０００円など，あわせまして７４４万3,０００円

を減額するものでございます。 

 議案第１９号は以上でございます。 

 続きまして，議案第２０号は，平成２８年度常陸太田市戸別合併処理浄化槽設置整備事業特別

会計補正予算（第１号）でございます。１ページをお開き願います。 

 第１条で，歳入歳出予算の総額からそれぞれ3,１７３万4,０００円を減額し，総額を１億8,３

２２万5,０００円とするものでございます。第２条で，地方債の補正を行っております。 

 主な内容につきましては，事項別明細書によりご説明いたします。恐れ入りますが，７ページ

をお開き願います。歳入でございます。１款分担金及び負担金，１つ飛びまして４款繰入金，１

つ飛びまして７款市債の減額につきましては，いずれも浄化槽設置基数の減に伴うものでござい

ます。 

 ２段目に戻りまして，３款国庫支出金の補正は，国の交付金の額が確定したことにより1,０８

３万5,０００円を追加するものでございます。 

 １つ飛びまして，５款繰越金の補正は，前年度繰越金の確定により４８１万5,０００円を追加

するものでございます。 

 ８ページをお開き願います。歳出でございます。 

 １款１項１目戸別合併処理浄化槽設置整備事業費のうち１３節委託料，右側説明の段，浄化槽

清掃委託料８７０万円の減額は，汚泥処理の単価契約により１リットル当たりの単価が大幅に減

額されたことによるものでございます。 

 １５節工事請負費1,９００万円の減につきましては，１００基予定した浄化槽設置数が８０基

にとどまったことから，あわせまして3,１１３万2,０００円を減額するものでございます。 

 ２款公債費の補正は，償還利子の確定により６０万2,０００円を減額するものでございます。

恐れ入りますが４ページにお戻り願います。 

 第２表は，地方債補正でございます。記載の事業費につきまして限度額を左側9,９２０万円か

ら右側6,８９０万円に減額するものでございます。 

 議案第２０号は以上でございます。 

 続きまして，議案第２１号は，平成２８年度常陸太田市簡易水道事業特別会計補正予算（第３

号）でございます。１ページをお開き願います。 

 第１条で，歳入歳出予算の総額からそれぞれ３０７万8,０００円を減額し，総額を２億7,３９

２万4,０００円とするものでございます。 

 第２条で，地方債の補正を行っております。主な内容につきましては，事項別明細書によりご
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説明いたします。恐れ入りますが，７ページをお開き願います。 

 歳入でございます。４款１項１目繰越金は，前年度繰越金の確定により２９９万9,０００円を

追加するものでございます。 

 ５款２項１目雑入の減につきましては，道路改良工事に伴う配水管布設替工事補償費の減，消

火栓修繕工事の確定による負担金の減など，あわせまして２１７万7,０００円を減額するもので

ございます。 

 ６款１項１目簡易水道事業債，同項２目過疎対策事業債につきましては，それぞれの事業費の

確定に伴い，あわせまして３９０万円の減額といたしました。 

 ８ページをお開き願います。歳出でございます。 

 １款１項１目一般管理費１８７万5,０００円の減につきましては，県が行う竜神ダム長寿命化

計画の変更による管理負担金の増額と消費税及び地方消費税の確定による減額でございます。 

 １款２項１目維持修繕費１２０万3,０００円の減につきましては，入札差金により工事請負費

を減額するものでございます。 

 恐れ入りますが，４ページにお戻り願います。第２表は，地方債補正でございます。記載の２

事業につきまして，限度額合計を左側3,９００万円から右側3,５１０万円に減額するものでござ

います。 

 補正予算に係る私からの説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

○益子慎哉議長 説明は終わりました。 

 なお，午前の会議はこの程度にとどめ，午後１時まで休憩いたします。 

午前１１時４４分休憩 

            ─────────────────── 

午後１時００分再開 

            ─────────────────── 

○益子慎哉議長 休憩前に引き続き，会議を開きます。 

            ─────────────────── 

日程第５ 議案第２２号ないし議案第３１号 

○益子慎哉議長 次，日程第５，議案第２２号平成２９年度常陸太田市一般会計予算について，

議案第２３号平成２９年度常陸太田市国民健康保険特別会計予算について，議案第２４号平成２

９年度常陸太田市後期高齢者医療特別会計予算について，議案第２５号平成２９年度常陸太田市

介護保険特別会計予算について，議案第２６号平成２９年度常陸太田市下水道事業特別会計予算

について，議案第２７号平成２９年度常陸太田市農業集落排水事業特別会計予算について，議案

第２８号平成２９年度常陸太田市戸別合併処理浄化槽設置整備事業特別会計予算について，議案

第２９号平成２９年度常陸太田市簡易水道事業特別会計予算について，議案第３０号平成２９年

度常陸太田市水道事業会計予算について，議案第３１号平成２９年度常陸太田市工業用水道事業

会計予算について，以上１０件を一括議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。副市長。 
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〔宮田達夫副市長 登壇〕 

○宮田達夫副市長 議案第２２号から２９号までの８件につきまして，提案者にかわりましてご

説明申し上げます。 

 平成２９年度常陸太田市予算書をごらん願います。２枚おめくり願います。 

 議案第２２号は，平成２９年度常陸太田市一般会計予算でございます。 

 １枚おめくり願います。３ページでございます。第１条で，歳入歳出予算の総額を２２９億8,

２００万円とするものでございます。第２条で債務負担行為，第３条で地方債，第４条で一時借

入金の借り入れの最高額を２０億円と定めております。第５条は，歳出予算の流用を定めており

ます。主な内容につきましては，事項別明細書によりご説明いたします。 

 恐れ入りますが，１５ページをお開き願います。歳入でございます。 

 １款１項１目市民税個人につきましては，２２億 9,３５７万 5,０００円といたしました。生産

年齢人口の減少により，昨年より減額の見込みとしたものでございます。下段の２項１目固定資

産税につきましては，２１億 4,８４１万 2,０００円といたしました。建てかえによる新築家屋分

や太陽光発電設備に係る償却資産分の増収により，前年度と比較し増額を見込んだものでござい

ます。 

 恐れ入りますが，１８ページをお開き願います。２段目の２款地方譲与税から１９ページ中段

の９款地方特例交付金までにつきましては，地方財政計画における収入見込みや前年度の実績等

を勘案し計上したものでございます。 

 同じく１９ページの１０款地方交付税につきましては，８４億 6,０００万円といたしました。

地方財政計画における減額計上や普通交付税における合併算定がえの縮減等を勘案し，右側説明

の欄，普通交付税７５億円，特別交付税９億 6,０００万円としたものでございます。 

 また，下段の１１款交通安全対策特別交付金につきましても，地方財政計画における収入見込

みや前年度の実績等を勘案し計上したものでございます。 

 ２０ページをお開き願います。１２款１項負担金でございますが，２目２節児童福祉費負担金

の説明の欄２行目，保育施設等利用者負担金 7,２５１万 6,０００円につきましては，子育て世代

の負担軽減を図るため，引き続き保育園の保育料をおおむね半額程度として計上したものでござ

います。 

 ３目衛生費負担金のうち右側説明の欄２行目の救急医療二次病院運営費負担金 5,６５５万 4,

０００円でございますが，来年度，当市が県の二次救急医療圏水戸地域における幹事市になった

ことによりまして，構成市町村から負担金を徴収し，中核病院に対して補助を行うため計上した

ものでございます。 

 下段の１３款１項使用料でございますが，次の２１ページ８目３節幼稚園使用料の幼稚園保育

料６９４万円につきましては，子育て世代の負担軽減を図るため，第２子の保育料を現行の半額

軽減から無料とするために計上したものでございます。 

 恐れ入りますが，２３ページをお開き願います。中段の１４款１項１目３節児童福祉負担金の

うち右側説明の欄１行目の，施設型給付費負担金につきましては，民間保育園に入所する園児の
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増加に伴い，前年度より増額の１億 2,６５８万 3,０００円といたしました。 

 同じく下段にございます１４款２項２目１節の社会福祉費補助金のうち臨時福祉給付事務費補

助金及び事務費補助金，合わせて１億 5,９５９万 6,０００円につきましては，臨時福祉給付事業

の財源として計上したものでございます。 

 ２４ページをお開き願います。上段の４目土木費国庫補助金１節道路橋りょう費補助金２億 2,

２９０万 8,０００円につきましては，新宿天神林線，高垣千寿線の整備及び橋りょうの長寿命化

事業の財源として計上したものでございます。 

 ２５ページをごらん願います。下段の１５款２項２目民生費県補助金の２節医療福祉費補助金

でございますが，県の医療福祉費支給制度の改正によりまして，前年度より増額の１億 4,４１５

万 8,０００円を計上したものでございます。 

 恐れ入りますが，２８ページをお開き願います。１６款１項１目財産貸付収入につきましては，

商工会や農業協同組合，民間事業者等からの普通財産貸付料など，合わせまして 5,２３６万 1,

０００円を計上したものでございます。 

 ２９ページをごらん願います。３段目の１７款寄附金でございますが，２目総務費寄附金は，

ふるさと常陸太田寄付金として 5,０００万円を計上いたしました。 

 １つ飛びまして，１８款２項１目財政調整基金繰入金につきましては，前年度より４億 6,００

０万円増の８億 4,０００万円といたしました。 

 ３０ページをお開き願います。３段目の１９款繰越金でございますが，前年度と同額の２億 5,

０００万円の計上でございます。 

 ３１ページをごらん願います。２０款４項３目雑入でございます。２節学校給食費徴収金１億

1,７７５万 1,０００円につきましては，子育て世代の負担軽減を図るため，引き続き，私立幼稚

園，私立小学校及び中学校の給食費につきまして，本来の額の半額分を計上したものでございま

す。 

 恐れ入りますが，３３ページをお開き願います。中段の２１款市債でございますが，右側説明

の欄の事業を行うために，合計１９億 7,８１０万円を計上いたしました。 

 続きまして，歳出でございます。 

 恐れ入りますが，３８ページをお開き願います。款項目の記載はございませんが，２款１項１

目一般管理費でございます。右側下段の１３節委託料は，次の３９ページの同節説明の欄，下か

ら５行目，資料運搬委託料に１５９万 5,０００円，２つ飛びまして，イベント事業委託料６０万

5,０００円，下段の１４節使用料及び賃借料の説明の欄，下から３行目，イベント用備品等借り

上げ料５５万円などにつきましては，来年度，当市において開催いたします３市連携交流１０周

年記念事業の費用として，合わせまして６３４万円を計上いたしました。 

 恐れ入りますが，４３ページをお開き願います。款項目の記載はございませんが，２款１項５

目財産管理費でございます。右側下段の１５節工事請負費の説明の欄，設備等改修工事につきま

しては，本年度作成した本庁舎長寿命化計画をもとに実施する，防災用発電機設置，受変電設備

の交換等の工事費として２億 8,８８２万 5,０００円を計上いたしました。 
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 恐れ入りますが，４５ページをお開き願います。目の記載はございませんが，２款１項６目企

画費でございます。上段の１３節委託料の右側説明の欄のうち２行目の公共施設等再配置計画策

定支援業務委託料７１１万 8,０００円につきましては，本年度作成いたしました公共施設等相互

管理計画で定めます公共施設等のあり方をもとに，必要なサービスを提供していくことを基本と

しながら，適正な施設保有量を実現するため，公共施設等の再配置に向けての計画策定費用を計

上いたしました。 

 恐れ入りますが，少し飛びまして，５３ページをお開き願います。１６目諸費でございます。 

 右側下段の１９節負担金補助及び交付金は，恐れ入りますが，次の５４ページをお開き願いま

す。同節説明の欄下段の助成金でございますが，新婚家庭家賃助成事業費 5,５１８万円，住宅取

得等助成費 2,６００万円，民間賃貸住宅建築助成費 2,０６５万円，空き家改修等助成費４００万

円，温泉施設利用助成費７８万円，白幡台団地転入促進助成費４００万円を計上し，引き続き少

子化・人口減少対策を強力に推進してまいります。 

 恐れ入りますが，少し飛びまして７２ページをお開き願います。款項の記載はございませんが，

３款１項社会福祉費でございます。６目医療福祉費でございますが，２０節扶助費のうち医療福

祉扶助費市単独分でございますが，これに，2,９５０万 3,０００円を計上し，引き続き高校生ま

での医療費助成を行ってまいります。 

 恐れ入りますが，７７ページをお開き願います。款項目の記載はございませんが，３款２項２

目保育所費でございます。１３節委託料のうち右側説明の欄，上から７行目の認定こども園設計

委託料 2,６００万円につきましては，のぞみ幼稚園の認定こども園への移行に伴う設計費並びに

すいふ認定こども園整備に係る設計費を計上するものでございます。下段の１５節工事請負費１

億 3,８５４万円のうち 9,４３８万 1,０００円につきましては，のぞみ幼稚園の認定こども園へ

の移行に伴う整備工事費でございます。 

 恐れ入りますが，８５ページをお開き願います。款項の記載はございませんが，４款１項保健

衛生費でございます。３目母子衛生費の右側下段の１３節委託料は，恐れ入りますが，次の８６

ページをお開き願います。同節説明の欄１行目にございます夜間診療業務委託料 2,０８４万 4,

０００円につきましては，こども夜間診療の日数を週３日から週４日に拡充するため計上したも

のでございます。 

 恐れ入りますが，９２ページをお開き願います。款項の記載はございませんが，４款２項清掃

費でございます。下段の２目塵芥処理費でございますが，次の９３ページ，１３節委託料の右側

説明の欄中央やや下のところの清掃センター長寿命化総合計画策定業務委託料 1,３８４万 6,０

００円につきましては，処理施設の適正な保全管理と計画的な延命化対策を定めるために計上す

るものでございます。 

 恐れ入りますが，９８ページをお開き願います。款項目の記載はございませんが，５款１項３

目農業振興費でございます。右側下段の１３節委託料のうち有害鳥獣捕獲実施委託料５１６万円

は，前年度から増額して計上したものでございます。あわせまして，次の９９ページにございま

す，１９節負担金補助及び交付金は，恐れ入りますが，次の１００ページをお開き願います。同
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節右側説明の欄の１行目にございます有害鳥獣等被害防止対策事業費２６９万 9,０００円，下か

ら２行目のわな猟免許取得費３０万 6,０００円など，イノシシ被害対策に係る費用として，合わ

せまして８５３万 5,０００円を計上いたしました。 

 恐れ入りますが，１０８ページをお開き願います。款項目の記載はございませんが，６款１項

２目商工振興費でございます。１９節負担金補助及び交付金のうち右側説明の欄中央の補助金の

２行目，プレミアム商品券事業費 1,８７０万円につきましては，商工会が実施するプレミアム付

商品券事業への補助でございますが，１冊につき 1,０００円のプレミアムが付く商品券の発行冊

数を，本年度の１万冊から 5,０００冊増刷し，１万 5,０００冊発行するものでございます。 

 次の１０９ページ下段の４目観光費は，恐れ入りますが，次の１１０ページをお開き願います。

１３節委託料のうち次の１１１ページの右側説明の欄４行目，プレミアム旅行券発行事業に 2,５

４０万 2,０００円，下段の１９節負担金補助及び交付金は，恐れ入りますが，１１２ページをお

開き願います。同節右側説明の欄の下から４行目のレンタカー利用助成事業費５３万 6,０００円，

団体旅行誘致促進事業費５００万円につきましては，それぞれ本市観光施設への誘客促進を図る

ものでございます。 

 恐れ入りますが，１１７ページをお開き願います。款項の記載はございませんが，７款２項道

路橋りょう費でございます。３目道路新設改良費でございますが，昨年より約１億 6,０００万円

増の８億 1,４５２万 5,０００円を計上しました。国の社会資本整備総合交付金を活用するものと

いたしまして新宿天神林線，道整備交付金を活用するものといたしまして高垣千寿線などを，合

併特例債や過疎債を合わせて活用しながら整備を進めていくものでございます。 

 １１８ページをお開き願います。４目橋りょう維持費につきましては，橋りょう長寿命化修繕

計画に基づき計画的に橋りょうの維持補修を進めるため，１億 7,２５０万 4,０００円を計上しま

した。 

 １１９ページをごらん願います。下段は７款４項１目都市計画総務費でございます。次の１２

０ページにございます１３節委託料のうち説明の欄の中央新市街地開発促進業務委託料 8,８３

７万 7,０００円につきましては，国道３４９号バイパス沿いの東部土地区画整理事業に係る土地

区画整理組合設立に向けての資料作成などの委託料を計上しております。 

 恐れ入りますが，１２７ページをお開き願います。款項の記載はございませんが，８款１項消

防費でございます。２目非常備消防費でございますが，１節報酬の右側説明の欄２行目の団長か

ら，下から２行目の団員までの団員報酬と，９節旅費のうち右側説明の欄３行目の団員費用弁償

費につきましては，それぞれ現行の金額から増額して計上したものでございます。 

 恐れ入りますが，１２９ページをお開き願います。３目消防施設費でございます。右側下段の

１８節備品購入費の消防自動車購入費は，消防団車両２台分の更新費用として 3,５２０万 8,００

０円を計上いたしました。 

 １３０ページをお開き願います。５目災害対策費は，次の１３１ページ，上段にございます１

３節委託料のうち右側説明の欄下から４行目の原子力災害時広域避難パンフレット作成委託料７

４４万 9,０００円につきましては，広域避難計画を策定し，災害時の避難先や避難経路等を定め，
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市民周知用のパンフレットを作成する費用として計上するものでございます。 

 恐れ入りますが，１３７ページをお開き願います。款項目の記載はございませんが，上段は９

款２項１目小学校管理費でございます。１５節工事請負費 4,７６５万 9,０００円のうち 3,５０

８万 7,０００円は，小学校１０校の普通教室に扇風機を設置するため計上するものでございます。 

 １３８ページをお開き願います。下段の３目学校建設費につきましては，水府小学校，山田小

学校を統合し，水府中学校との一体的校舎を整備するための費用といたしまして，８節報償費の

プロポーザル報償費５０万円，次の１３９ページにかけての１３節委託料として，水府地区小中

学校校舎建設委託料 5,９５７万 3,０００円，測量調査設計委託料に９５６万 9,０００円，地質

調査委託料３１８万 6,０００円を計上いたしました。 

 また，１５節工事請負費５１８万 4,０００円は，既存の水府中学校校舎を，新たな校舎が完成

するまでの間，小学生が使用するための整備工事費を計上するものでございます。 

 １３９ページをごらん願います。９款３項中学校費でございますが，１目学校管理費は，次の

１４０ページをお開き願います。下段にございます１５節工事請負費 4,０８８万 1,０００円のう

ち，2,４１５万 6,０００円につきましては，中学校６校の普通教室に扇風機を設置するため計上

したものでございます。 

 恐れ入りますが，１４２ページをお開き願います。３目学校建設費の５億１９７万 4,０００円

でございますが，金砂郷中学校屋内運動場の建設工事費などでございます。 

 恐れ入りますが，大きく飛びまして，１６２ページをお開き願います。款項目の記載はござい

ませんが，９款６項４目体育施設費でございます。１５節工事請負費 7,６０７万 2,０００円のう

ち 5,１５２万 4,０００円につきましては，平成３１年度に開催される国体に向けて，白羽スポー

ツ広場の野球場を整備する費用などを計上しております。 

 恐れ入りますが，１０ページにお戻り願います。第２表は債務負担行為でございます。小学校

教育用コンピューター等機器借り上げ料において３億２７５万円，中学校教育用コンピューター

等機器借り上げ料においては２億 6,２６３万 1,０００円を限度額といたしまして，平成２９年度

に債務の負担を行うものでございます。 

 １１ページをごらん願います。第３表は地方債でございます。地方債を起こします各事業はご

らんの８事業でございまして，限度額を総額１９億 7,８１０万円とするものでございます。起債

の方法，利率，償還の方法につきましては，後ほどごらんおき願います。 

 議案第２２号は以上でございます。 

 続きまして，議案第２３号は，平成２９年度常陸太田市国民健康保険特別会計予算でございま

す。 

 １７９ページをお開き願います。第１条で，歳入歳出予算の総額を６７億 1,７０８万 3,０００

円とするものでございます。第２条で，一時借入金の借り入れ最高額を１億 5,０００万円と定め

ております。第３条は，歳出予算の流用を定めたものでございます。主な内容につきましては，

事項別明細書によりご説明いたします。 

 恐れ入りますが，１８６ページをお開き願います。歳入でございます。 
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 １款１項１目一般被保険者国民健康保険税につきましては，前年度並みの９億 9,３９４万 8,

０００円を計上いたしました。２目退職被保険者等国民健康保険税につきましては，退職者医療

制度の制度の変更に伴い，被保険者数が減少していることから，前年度より 3,５３０万 9,０００

円減の 2,４１６万 8,０００円といたしました。 

 １８７ページをごらん願います。３款１項国庫負担金につきましては，前年度までの保険給付

費等の実績を勘案し，１０億 9,９６４万 5,０００円を計上いたしました。 

 ２段目の同款２項国庫補助金につきましては，保険給付費の増額に伴い，交付金の増が見込ま

れることから３億 3,７３０万 6,０００円を計上いたしました。 

 中段の４款療養給付費等交付金につきましては，退職被保険者数の減少に伴い，前年度予算額

より 8,２０９万 6,０００円減の１億 7,１１０万 1,０００円を計上いたしました。 

 ５款前期高齢者交付金につきましては，前年度の歳入実績１３億 9,７３７万 1,０００円を計上

いたしました。 

 最下段の６款１項県負担金につきましては，１目高額医療費共同事業負担金及び１８８ページ

上段の２目特定健康診査等負担金の両目とも，それぞれ前年度の実績等を勘案して計上いたしま

した。 

 ２段目の６款２項１目財政調整交付金につきましては，保険給付費の増額に伴い，交付金の増

が見込まれますことから，前年度より増額の２億 7,１６６万 4,０００円といたしました。 

 ７款１項１目高額医療費共同事業交付金，２目保険財政共同安定化事業交付金につきましては，

高額な医療費に対する再保険制度で県国保連合会が算出した額をそれぞれ計上いたしました。 

 最下段の９款の繰入金でございます。１項１目の一般会計繰入金につきましては，前期高齢者

交付金等の前年度歳入実績が増となり，基金繰り入れが減少し，支払い準備基金の残高が増額す

ることが見込まれますことから，前年度予算額より 5,１２７万 2,０００円減の６億 4,１１７万

1,０００円を計上いたしました。 

 次ページ上段の同款２項１目支払準備基金繰入金につきましては，前年度予算額より 7,００９

万 6,０００円増の１億 9,４０８万 4,０００円といたしました。 

 恐れ入りますが，１９４ページをお開き願います。歳出でございます。 

 ２款１項１目一般被保険者療養給付費から１９５ページ上段の同款２項４目退職被保険者等高

額介護合算療養費までにつきましては，それぞれ前年度までの実績等を勘案して計上いたしまし

た。 

 １９６ページをお開き願います。２段目の３款後期高齢者支援金等から１９７ページ２段目の

６款介護納付金までにつきましては，それぞれ対象となる医療給付費及び介護給付費等の増減等

を勘案し計上いたしました。 

 ３段目の７款１項１目高額医療費共同事業拠出金，２目保険財政共同安定化事業拠出金につき

ましては，県国保連合会が算出した額をそれぞれ計上したものでございます。 

 最下段の８款１項１目特定健康診査等事業費につきましては，次ページ右側上段にあります１

３節委託料のうち特定健康診査業務委託料として，前年度の実績を勘案し 3,４８６万 2,０００円
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を計上いたしました。 

 中段の８款２項１目保健衛生普及費１９節負担金補助及び交付金につきましては，主に人間ド

ック等健診費の補助金でございますが，健康志向の高まりにより，人間ドックの受診希望が増加

しているため，前年度予算額より約１０％増の 2,８０５万 8,０００円を計上いたしました。 

 議案第２３号は以上でございます。 

 続きまして，議案第２４号は，平成２９年度常陸太田市後期高齢者医療特別会計予算でござい

ます。 

 ２０７ページをお開き願います。第１条で，歳入歳出予算の総額を，それぞれ６億 5,５０３万

4,０００円とするものでございます。主な内容につきましては，事項別明細書によりご説明いた

します。 

 恐れ入りますが，２１２ページをお開き願います。歳入でございます。 

 １款１項後期高齢者医療保険料につきましては，前年度よりも 1,９８４万 3,０００円増額の４

億 6,６１０万 9,０００円といたしました。増額の主な理由といたしましては，被保険者数及び保

険料額の伸びを見込んだことによるものでございます。 

 １つ飛びまして，３款１項一般会計繰入金につきましては，前年度よりも１５２万 5,０００円

減の１億 8,６３６万円といたしました。減額の主な理由といたしましては，保険基盤安定繰入金

の減によるものでございます。 

 続きまして，２１４ページをお開き願います。歳出でございます。 

 最下段の２款１項１目後期高齢者医療広域連合納付金６億 3,３９２万 8,０００円につきまし

ては，歳入における後期高齢者医療保険料と保険基盤安定繰入金の全額を茨城県後期高齢者医療

広域連合へ納付するものでございます。前年度よりも 1,８５３万 4,０００円増額となっておりま

すが，主に後期高齢者医療保険料納付金の増によるものでございます。 

 議案第２４号は以上でございます。 

 続きまして，議案第２５号は，平成２９年度常陸太田市介護保険特別会計予算でございます。 

 １枚おめくり願います。２２１ページでございます。第１条で，歳入歳出予算の総額を５９億

7,８７６万 4,０００円とするものでございます。第２条は，一時借入金の借り入れの最高額を３

億 1,０００万円と定めております。第３条は，歳出予算の流用を定めたものでございます。主な

内容につきましては，事項別明細書でご説明いたします。 

 恐れ入りますが，２２８ページをお開き願います。歳入でございます。 

 １款１項１目６５歳以上の第１号被保険者保険料につきましては，前年度より 1,６５１万 8,

０００円増の１０億 4,２５７万 8,０００円を計上しております。 

 ３段目の３款１項国庫負担金から１枚おめくりいただきまして，２３０ページ上段の５款３項

県補助金までは，国及び支払基金並びに県からの支出金でございまして，介護給付費及び地域支

援事業費に対するそれぞれの補助率等から合計３９億 1,１７１万 1,０００円を計上しておりま

す。 

 下段の７款１項一般会計繰入金につきましては，介護給付費や地域支援事業費，低所得者保険
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料軽減負担金，職員給与費及び事務費等に係る一般会計の繰入金として９億 1,２１９万 1,０００

円を計上いたしました。 

 ２３１ページをごらん願います。同款２項基金繰入金につきましては，支払準備基金からの繰

入金でございますが，給付費等が増加傾向にありますことから，前年度より 5,２３５万 2,０００

円増 7,００６万 9,０００円を計上いたしました。 

 ２３２ページをお開き願います。歳出でございます。 

 １款１項総務管理費から，１枚おめくりいただきまして，２３４ページ下段の同款４項趣旨普

及費まででございますが，職員や介護認定審査会委員等の人件費，事務費等を合わせまして１億

4,２８３万 2,０００円を計上いたしました。 

 ２３５ページをごらん願います。上段の２款１項介護サービス等諸費につきましては，サービ

ス利用の増加に伴い，支給額が増加傾向にありますことから，約３億円増の５０億 3,２９６万 2,

０００円といたしました。 

 下段の同款２項の介護予防サービス等諸費につきましては，恐れ入りますが，１枚おめくりい

ただきまして，前年度より 4,２９５万 8,０００円減の１億７６３万 1,０００円といたしました。

新年度からの介護予防日常生活支援総合事業の創設に伴い，介護サービス給付費及び介護予防サ

ービス計画給付費等の一部が地域支援事業費に移行することなどを勘案し計上いたしました。 

 １つ飛びまして，最下段同款４項高額介護サービス等費から２３７ページの２段目の同款６項

特定入所者介護サービス等費までにつきましては，前年度の実績額を勘案し 1,２３２万 9,０００

円増の４億 4,７９３万 4,０００円を計上しております。 

 最下段の４款１項２目包括的支援事業費につきましては，恐れ入りますが，次の２３８ページ

をお開き願います。上段右側１３節委託料のうち説明の欄包括的支援事業委託料 6,２７７万 2,

０００円につきましては，高齢者の介護や医療など，生活に関するあらゆる相談に対応する地域

包括支援センターの業務を社会福祉協議会に委託するものでございますが，その機能の充実を図

るために増額計上するものでございます。３目任意事業費につきましては，これまでの実績によ

る件数等を勘案し，4,０８５万 1,０００円を計上いたしました。 

 右側１３節委託料説明の欄のうち上から３段目の職能自立支援事業委託料 3,０７０万 1,００

０円につきましては，６５歳以上のひとり暮らし高齢者もしくは高齢者のみの世帯の方に，夕食

を届ける配食サービス３万 8,３７６食分の費用でございます。 

 ２３９ページをごらん願います。２段目４款２項１目介護予防生活支援サービス事業費でござ

いますが，右側１３節委託料の７５８万 6,０００円及び１９節負担金補助及び交付金のサービス

事業費 4,６７２万 8,０００円につきましては，４月から新たに介護予防日常生活支援総合事業が

実施されますことに伴い，訪問型サービス及び通所型サービスにかかる費用を計上し，それぞれ，

各介護サービス事業所に対し，国保連合会を経由して支払うものでございます。２目の一般介護

予防事業費につきましては，1,３８９万 2,０００円を計上いたしましたが，右側下段１３節委託

料 1,２５５万 5,０００円につきましては，在宅高齢者の健康寿命を延伸するために，シルバーリ

ハビリ体操，水中運動教室，栄養改善口腔機能向上，次ページのスクエアステップ教室開催など，
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介護予防事業を社会福祉協議会等に委託するものでございます。 

 ２４１ページをごらん願います。最下段８款１項１目第一号被保険者保険料還付金と，恐れ入

りますが，１枚おめくりいただきまして２４２ページの上段３目第一号被保険者保険料還付加算

金につきましては，所得の構成などにより保険料が減額となる方に対しまして，国からの指導に

基づき５年間遡及して返還する事案が生じましたので，今回増額するものでございます。 

 議案第２５号は以上でございます。 

 続きまして，議案第２６号は，平成２９年度常陸太田市下水道事業特別会計予算でございます。 

 ２５１ページをお開き願います。第１条で，歳入歳出予算の総額をそれぞれ１２億 6,２１４万

8,０００円とするものでございます。第２条は地方債を，第３条は一時借入金の借り入れ最高額

を６億円とするものでございます。主な内容につきましては，事項別明細書にてご説明いたしま

す。 

 恐れ入りますが，２５８ページをお開き願います。歳入でございます。 

 １款１項特環下水道事業における分担金 1,５２９万 8,０００円及び下段の１款２項公共下水

道事業における負担金５５９万 9,０００円につきましては，おのおのの事業の分担金，負担金の

分割納付分に加え，新たな加入者を勘案して計上いたしました。両項につきましては，分担金，

負担金の完納と整備地域の減少により，それぞれ前年度より減額となっております。 

 ３段目２款１項１目下水道使用料は，昨年度の実績を勘案し，公共下水道及び特環下水道を合

わせまして２億 7,２７７万円といたしました。 

 １つ飛ばしまして，３款１項国庫補助金につきましては，補助対象となる路線の減により，昨

年度より８００万円減の 7,１００万円といたしました。 

 ２５９ページをごらん願います。２段目の６款１項１目一般会計繰入金は，６億 6,４２２万 3,

０００円を計上いたしました。昨年に比べ８３３万 1,０００円の減でございますが，これは金砂

郷地区における特環下水道管渠整備工事の延長等が主な要因でございます。 

 最下段の９款市債でございますが，１目下水道事業債１億 5,１３０万円につきましては，昨年

に比べ，公共下水道整備工事費の減により 6,７２０万円の減額，また２目過疎対策事業債 5,９１

０万円につきましては，特環公共下水道整備工事費の増により 1,０７０万円の増額となっており

ます。 

 ２６０ページをお開き願います。歳出でございます。 

 １款１項１目公共下水道費でございますが，次ページ右側の１３節委託料のうち説明の欄中ほ

どにございます計画策定委託料６７０万円は，東部土地区画整理事業に伴う事業認可を変更する

資料の作成業務を委託するもの，１つ飛びまして，測量調査設計委託料 1,４００万円につきまし

ては，機初団地内の既存の下水道を公共下水道へ接続するため，テレビカメラによる管路調査費

用を計上したものでございます。 

 中段の１５節工事請負費の１億 5,４７０万円につきましては，小目町，大森町の管渠整備工事

及び長寿命化修繕計画に基づく下水道施設修繕工事として，マンホールのふたの交換工事に要す

る費用等を計上したものでございます。 
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 ２６２ページをお開き願います。中段の同款２目流域下水道費は，那珂久慈流域下水道建設工

事及び維持管理の負担金１億 1,４５１万 7,０００円を計上するものでございます。 

 ３目特環下水道費のうち次ページ中断の１３節委託料右側説明の欄中ほどにございます計画策

定委託料は，整備エリアの縮減に伴う事業認可変更資料の作成業務の委託に 1,３５０万円を計上

しましたほか，久米浄化センターの施設運転及び保守点検，汚泥処分，その他全体の維持管理等

に係る委託料など，合わせまして 2,８０４万 7,０００円を計上しております。１５節工事請負費

１億 6,７００万円は，大里町，薬谷町の整備予定区域約５ヘクタールに要する費用の計上でござ

います。 

 ２２節補償，補填及び賠償金５００万円は，下水道工事に伴い支障となります上水道管等の移

設補償費を見込みました。 

 ２６４ページをお開き願います。２款公債費につきましては，公共下水道建設事業債ほかの元

金と利子を合わせて６億 4,５３８万 1,０００円を計上いたしました。 

 恐れ入りますが，２５５ページにお戻り願います。第２表は地方債でございます。地方債を起

こす事業はごらんの４事業で，限度額を合計２億 1,０４０万円とするものでございます。起債及

び利率，償還の方法等につきましては，表記のとおりでございます。恐れ入りますが，後ほどご

らんおき願います。 

 議案第２６号は以上でございます。 

 続きまして，議案第２７号は，平成２９年度常陸太田市農業集落排水事業特別会計予算でござ

います。 

 ２７１ページをお開き願います。第１条で，歳入歳出予算の総額を，それぞれ３億 4,１６０万

1,０００円とするものでございます。第２条は地方債を，第３条は一時借入金の借り入れ最高額

を 5,０００万円と定めてございます。主な内容につきましては，事項別明細書によりご説明いた

します。 

 恐れ入りますが，２７７ページをお開き願います。歳入でございます。 

 １款１項１目受益者分担金３万 6,０００円は，滞納繰越分でございます。 

 １つ飛びまして，２款１項１目農業集落排水使用量は，昨年までの実績に基づく平均汚水量を

算定し，9,０６５万 9,０００円といたしました。 

 ２つ飛びまして，４款１項１目一般会計繰入金は，前年度とほぼ同額の２億 3,９４７万 6,００

０円を計上いたしました。 

 ４款２項１目基金繰入金として，農業集落排水事業債償還基金繰入金７０７万 9,０００円を見

込んでおります。 

 ２７８ページをお開き願います。下段の７款１項市債は，「地方公営企業法」適用に要する資

産調査費用として農業集落排水事業債に６０万円を計上いたしました。 

 ２７９ページをごらん願います。歳出でございます。 

 １款１項１目総務管理費は，総額１億 5,５５７万 9,０００円といたしました。右側最下段の１

３節委託料のうち説明の欄でございますが，汚泥処分委託料に 1,２０４万 7,０００円，次ページ
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の２行目処理施設保守点検業務委託料に 4,４９７万 2,０００円を計上し，市内９カ所の処理施設

の維持管理業務を行うなど，委託料合計で 6,３８３万 2,０００円を計上しております。１５節工

事請負費の４５０万円は，各農業集落排水地域の維持補修工事に要する費用でございます。 

 ２８１ページをごらん願います。２款公債費につきましては，農業集落排水事業債の元金と利

子を合わせまして１億 8,３０２万 2,０００円を計上するものでございます。 

 恐れ入りますが，２７４ページにお戻り願います。第２表は地方債でございます。地方債を起

こす事業は農業集落排水事業で，限度額を合計６０万円とするものでございます。起債及び利率，

償還の方法等につきましては，表記のとおりでございます。恐れ入りますが，後ほどごらんおき

願います。 

 議案第２７号は以上でございます。 

 続きまして，議案第２８号は，平成２９年度常陸太田市戸別合併処理浄化槽設置整備事業特別

会計予算でございます。 

 ２８９ページをお開き願います。第１条で，歳入歳出予算の総額を，それぞれ２億 2,０９８万

6,０００円とするものでございます。第２条は地方債を，第３条で一時借入金の借り入れ最高額

を 1,０００万円と定めております。主な内容につきましては，事項別明細書にてご説明いたしま

す。 

 恐れ入りますが，２９５ページをお開き願います。歳入でございます。 

 １款１項１目受益者分担金は，設置見込み件数を１００基分とし，1,２６６万円といたしまし

た。 

 ２款１項１目戸別合併処理浄化槽使用料は，平成２８年度までの設置件数と平成２９年度，新

規予定件数を勘案し 3,６６１万円といたしました。 

 １つ飛びまして，３款１項国庫補助金は，５年分の事業費をもとに県において各自治体に配分

するものでございますが，県からの調整によりまして，昨年度より 1,６８０万 5,０００円減の

1,３４９万 2,０００円を計上いたしました。 

 ４款１項１目一般会計繰入金は，前年とほぼ同額の 3,９９５万 3,０００円といたしました。 

 ２９６ページをお開き願います。７款市債は，戸別合併処理浄化槽設置整備事業債に１億 1,６

７０万円を計上いたしました。 

 ２９７ページをごらん願います。歳出でございます。 

 １款１項１目戸別合併処理浄化槽設置整備事業費は，総額１億 9,４１３万 8,０００円といたし

ました。このうち右側下段１３節委託料でございますが，浄化槽新設に伴う測量設計の委託料及

び既存浄化槽の維持管理費など，合計 4,２１２万 5,０００円を計上しております。 

 ２９８ページをお開き願います。１５節工事請負費１億 3,２８２万円は，新たな浄化槽設置基

数１００基分でございます。 

 ２款公債費につきましては，戸別合併処理浄化槽事業債の元金と利子を合わせまして 2,５８４

万 8,０００円といたしました。 

 恐れ入りますが，２９２ページにお戻り願います。第２表は地方債でございます。地方債を起
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こす事業は特定地域生活排水処理施設事業で，限度額を１億 1,６７０万円とするものでございま

す。起債及び利率，償還の方法等につきましては表記のとおりでございます。恐れ入りますが，

後ほどごらんおき願います。 

 議案第２８号は以上でございます。 

 続きまして，議案第２９号は，平成２９年度常陸太田市簡易水道事業特別会計予算でございま

す。 

 ３０５ページをお開き願います。第１条で，歳入歳出予算の総額を３億２２６万 2,０００円と

するものでございます。第２条で地方債，第３条で一時借入金の借り入れ最高額を 5,０００万円

と定めております。主な内容につきましては，事項別明細書によりご説明いたします。 

 恐れ入りますが，３１１ページをお開き願います。歳入でございます。 

 １款１項１目分担金は，新規加入３件分を見込み４６万 1,０００円といたしました。 

 ２款１項１目簡易水道使用量でございますが，人口減少による使用量の減に伴いまして，前年

度より１６０万円の減額を見込み，１億 1,０３０万円といたしました。 

 １つ飛びまして，３款１項１目一般会計繰入金は，繰り入れを抑制するために，設備の更新工

事等を起債等で対応することとしたため，２８６万 6,０００円減の１億１４６万 7,０００円とい

たしました。 

 最下段の５款２項１目雑入でございますが，右側説明の欄にあります配水管等布設がえ補償費

や消火栓修繕工事負担金，料金収納業務負担金，合わせまして６４１万 9,０００円を見込みまし

た。 

 ３１２ページをお開き願います。６款１項市債でございます。１目簡易水道事業債に 3,９００

万円，２目過疎対策事業債に 3,７６０万円，合計 7,６６０万円といたしました。 

 恐れ入りますが，３１４ページをお開き願います。歳出でございます。 

 款項目の記載はございませんが，１款１項１目一般管理費のうち右側１３節委託料 1,４８６万

5,０００円は，検針業務や浄配水場の管理を委託料として計上いたしました。１８節備品購入費

１２４万 7,０００円につきましては，耐用年数を経過した公用車更新として，軽乗用車の購入に

当てるものでございます。１９節負担金補助及び交付金２９５万 4,０００円のうち説明の欄竜神

ダム管理費２８２万 4,０００円は，県が実施いたします竜神ダム管理費の変更及び長寿命化計画

に伴う負担金でございます。 

 下段の１款２項１目維持修繕費のうち右側１３節委託料 1,４０７万 9,０００円は，水府・里美

地区の浄水場保守点検委託料及び水質検査委託料等でございます。 

 ３１５ページをごらん願います。上段の１５節工事請負費 2,９３１万 2,０００円は，水府地区

浄水場ろ過器自動弁交換や，里美地区浄水場の薬注設備更新等の施設整備工事を計上するもので

ございます。 

 １款３項１目配管費の右側１５節工事請負費 5,３７９万 4,０００円は，漏水が多発する水府地

区２カ所と里美地区の老朽化した配水管布設がえ工事として 4,３７９万 4,０００円を，水府地区

で故障の多い杉平，金砂，武弓第一，同第二の増圧場４カ所のポンプ交換工事として 1,０００万
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円を計上するものでございます。 

 １款４項１目給水費１９５万円につきましては，給水管の管理費及びメーターの交換委託料等

の金額を計上するものでございます。 

 ３１６ページをお開き願います。２款公債費でございますが，簡易水道事業債ほかの元金と利

子を合わせまして 8,３２６万 5,０００円を計上するものでございます。 

 恐れ入りますが，３０８ページにお戻り願います。第２表は地方債でございます。地方債を起

こす事業はごらんの２事業で，限度額を合計 7,６６０万円とするものでございます。起債及び利

率，償還の方法等につきましては，表記のとおりでございます。恐れ入りますが，後ほどごらん

おき願います。 

 新年度予算に係る私からの説明は以上でございます。ご審議のほど，よろしくお願い申し上げ

ます。 

○益子慎哉議長 上下水道部長。 

〔井坂光利上下水道部長 登壇〕 

○井坂光利上下水道部長 議案第３０号及び議案第３１号について，提案者にかわりご説明申し

上げます。 

 初めに，議案第３０号平成２９年度常陸太田市水道事業会計予算について，別冊の常陸太田市

公営企業会計予算書により説明させていただきます。 

 恐れ入りますが，３ページをお開き願います。 

 第１条は総則でございます。 

 第２条は業務の予定量で，給水戸数１万 8,４７０戸，年間総給水量４８３万 1,１９０立方メー

トル，１日平均給水量にしますと１万 3,２３６立方メートルとなります。主要な建設改良事業に

つきましては２億 6,３９２万 9,０００円を予定しております。 

 第３条，収益的収入及び支出の予定額でございます。収入につきましては，第１款水道事業収

益が１２億 6,７２８万 1,０００円でございます。これは対前年度比 0.９％の減となります。 

 次に支出でございますが，第１款水道事業費用が１２億 6,０７２万 9,０００円でございます。

対前年度比 0.８％の減となっております。 

 第４条は，資本的収入及び支出の予定額でございます。 

 ４ページをお開きいただきます。収入につきましては，第１款資本的収入額が１億 1,９４１万

3,０００円で，対前年度比１３5.４％の増となっております。 

 次に，支出でございますが，第１款資本的支出が６億９８９万 2,０００円で，対前年度比３3.

５％の増となっております。 

 ３ページにお戻りいただきまして，下から２行目でございますが，資本的収入額が資本的支出

額に対し不足する額４億 9,０４７万 9,０００円は，過年度分損益勘定留保資金４億 7,１０１万

7,０００円，当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 1,９４６万 2,０００円で補填する

ものといたします。 

 恐れ入りますが，４ページにお戻りいただきます。第５条は，企業債の定めでございます。起
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債の目的は送水管整備事業で，限度額を 7,７６０万円と定めます。 

 第６条は，一時借入金の限度額で 5,０００万円と定めます。 

 第７条は，予定支出の款項の経費の金額の流用の定めで，営業費用と営業外費用間に限ると定

めるものでございます。 

 次のページに参りまして，第８条は，議会の議決を経なければ流用することのできない経費の

定めでございます。 

 第９条は，他会計からの補助金で，補助を受ける金額は 3,８９２万 4,０００円でございます。 

 第１０条は，棚卸資産購入限度額で 2,１１９万 1,０００円と定めます。 

 予算の内容につきましては，予算明細書によりご説明申し上げます。 

 恐れ入りますが，３６ページをお開きいただきます。初めに，収益的収入及び支出のうち収入

でございますが，１款１項営業収益の１目給水収益は，１０億 5,９５４万 9,０００円で，対前年

度１１４万 8,０００円の減を見込んでおります。 

 次のページに参りまして，２項営業外収益２目１節の一般会計補助金ですが，未給水地域解消

事業の企業債利子相当額及び宮の郷工業団地の固定資産減価償却相当額並びに一般会計繰出金に

基づく繰入金など，トータル 3,８９２万 4,０００円で，対前年度１９１万円の減でございます。

３目長期前受金戻入につきましては，償却資産の取得財源を減価償却に合わせて順次収益化して

いくものでございまして１億 1,４９６万 8,０００円，対前年度８３２万 2,０００円の減でござ

います。 

 次に，３８ページをお開きいただきます。支出でございますが，１款１項営業費用の１目原水

及び浄水費は２億 4,０４４万 5,０００円で９４４万 1,０００円の増となっております。これは

瑞竜浄水場，内田浄水場，金砂郷地区の３浄水場及び取水関連施設の維持管理費を計上したもの

でございます。主なものは人件費のほか，３９ページの１０節委託料 6,１７２万 2,０００円，１

３節の修繕費 3,７２３万 7,０００円，１４節の動力費 9,２００万円，１５節薬品費 1,３９８万

5,０００円などでございます。 

 ４０ページをお開きいただきます。２目配水及び給水費につきましては１億 5,７１３万 6,００

０円で，対前年度１５６万 6,０００円の増でございます。これは送配水ポンプ場配水管，量水器

などの維持管理費用でございます。主なものは人件費のほか，４１ページの１１節委託料 3,６９

８万 7,０００円，１４節の修繕費 4,４４９万 8,０００円，１６節の動力費 2,１９６万 8,０００

円などでございます。 

 ３目総係費１億 2,１４８万 4,０００円は，対前年度２４万 8,０００円の減でございます。こ

れらの費用は管理的な費用を計上したもので，主なものは人件費のほか，４３ページをお開き願

います。１３節委託料 2,１５４万 6,０００円，１５節賃借料７６９万 4,０００円などでござい

ます。 

 恐れ入りますが，４４ページをお開き願います。４目減価償却費でございますが，５億 5,２５

５万 8,０００円で，前年より 1,２４６万 4,０００円の減でございます。２項営業外費用につき

ましては１億 7,０５１万 6,０００円，対前年度８４１万 6,０００円の減でございます。これは



 ６０ 

主に１目の支払利息及び企業債取り扱い諸費が減額となったことによるものでございます。 

 次に，４６ページをお開き願います。資本的収入及び支出の収入でございます。 

 １款１項１目企業債については，資本的支出の財源として 7,７６０万円を借り入れるものでご

ざいます。２項１目工事負担金については，道路改良工事，下水道工事に伴い支障となる水道管

布設がえ工事の負担金として 4,１８１万 3,０００円を見込んでおります。 

 ４７ページに参りまして，支出でございますが，１款１項１目の上水道拡張費 4,６９９万 1,

０００円，対前年度 3,９４５万 9,０００円の増でございます。茅根取水場の電気施設新築工事及

び県道常陸那珂港山方線清水橋改良工事に伴う配水管新設工事などを計上しております。２目上

水道改良費２億 1,５６４万 6,０００円は，対前年度 9,９３９万 7,０００円の増でございます。

２節工事費でございますが，単独事業が２路線，下水道関連事業が１路線，建設課関連事業が３

路線，県工事関連事業が１路線の７路線の，配水管布設がえ工事のほか，老朽化した浄水場の設

備更新工事などを予算化しております。 

 恐れ入りますが，４８ページをお開き願います。２項１目企業債償還金３億 4,５９６万 3,００

０円は，対前年度 1,４９０万 9,０００円の増でございます。 

 なお，７ページから３５ページまで予算に関する説明書がございますので，後ほどごらんいた

だきたいと存じます。 

 続きまして，議案第３１号平成２９年度常陸太田市工業用水道事業会計予算についてご説明申

し上げます。 

 恐れ入りますが，４９ページをお開き願います。 

 第１条は総則でございます。 

 第２条は業務の予定量でございます。給水事業社数４社，年間総給水量は９４万 7,５００立方

メートル，１日平均給水量 2,５９６立方メートルといたしました。主要な建設改良事業につきま

しては，5,３５６万 8,０００円を予定しております。 

 第３条収益的収入及び支出の予定額は，次のとおりと定めます。 

 収入につきましては，第１款工業用水道事業収益 9,８７１万 2,０００円で，対前年度比 2.６％

の増となっております。 

 次に，支出でございますが，第１款工業用水道事業費用 9,４７５万 1,０００円で，対前年度比

は 4.２％の増となっております。 

 第４条は，資本的収入及び支出の予定額でございます。 

 ５０ページをお開き願います。収入につきましては，第１款資本的収入 5,３４０万円で，対前

年度比１４5.０％の増となっております。支出につきましては，第１款資本的支出 6,４３４万 6,

０００円で，対前年度比６2.８％の増でございます。 

 恐れ入りますが，４９ページにお戻りいただきまして，下から２行目でございますが，資本的

収入額が資本的支出額に対し不足する額 1,０９４万 6,０００円は，過年度分損益勘定留保資金３

０１万 9,０００円，当年度分損益勘定留保資金６９９万 6,０００円，過年度分消費税及び地方消

費税資本的収支調整額，５０ページにお戻りいただきます，２万 8,０００円，当年度分消費税及
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び地方消費税資本的収支調整額９０万 3,０００円で補填するものといたします。 

 第５条は企業債の定めでございます。起債の目的は，水源及び送配水施設更新事業で，限度額

を 5,３４０万円とするものでございます。 

 第６条は，一時借入金の限度額で 1,０００万円と定めます。 

 第７条は，予定支出の款項の経費の金額の流用の定めで，営業費用と営業外費用間に限ると定

めるものでございます。 

 ５１ページでございますが，第８条は，議会の議決を経なければ流用することのできない経費

の定めでございます。 

 第９条は，他会計からの補助金で，補助を受ける金額は 1,８８０万円でございます。 

 予算の内容につきまして，予算明細書によりご説明申し上げます。 

 恐れ入りますが，８１ページをお開き願います。収益的収入及び支出のうち収入でございます

が，１款１項営業収益の１目給水収益は 5,３６６万円で，対前年度１４５万 8,０００円の増額を

見込みました。これは常陸太田工業団地におきまして，これまでの実績などから超過料金を増額

計上したことによるものでございます。２項営業外収益の２目他会計補助金は 1,８８０万円で，

５４万円の減でございます。なお，補助金の使途につきましては，経営経費の一部に充当するも

のでございます。３目長期前受金戻入につきましては，1,１２７万 7,０００円，４３万 9,０００

円の減でございます。 

 恐れ入りますが，８２ページをお開き願います。４目雑収益におきまして，経営経費負担金な

ど 1,２９７万 3,０００円を計上しております。 

 ８３ページに参りまして，支出でございます。 

 １款１項１目原水及び浄水費 3,４６０万 2,０００円は，浄水場などの維持管理のための経費を

計上したもので，対前年度７０８万 7,０００円の増でございます。主なものは５節委託料８７４

万 6,０００円，８節修繕費８１８万 4,０００円，９節動力費５９３万 3,０００円などでござい

ます。 

 ８４ページをお開き願います。２目配水及び給水費９１３万 3,０００円については，対前年度

１２万 9,０００円の増で，宮の郷工業用水配水池に係る管理経費を計上したものでございます。

３目総係費は 2,２９６万 7,０００円で，対前年度１３万 6,０００円の増でございます。この経

費は人件費など管理的な経費を計上したものでございます。 

 ８５ページに参りまして，４目減価償却費 2,５６６万円は，対前年度６０万 6,０００円の増と

なっております。 

 恐れ入りますが，８７ページをお開き願います。資本的収入及び支出の収入でございますが，

１款１項１目の企業債につきまして，資本的支出の財源といたしまして 5,３４０万円を借り入れ

るものでございます。 

 ８８ページをお開き願います。支出でございます。１款１項１目工業用水道拡張費については，

2,８７２万 8,０００円を計上しており，宮の郷配水池に水位計を整備するものでございます。２

目工業用水道改良費については 2,４８４万円，対前年度２８７万 9,０００円の増で，老朽化の著
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しい落合取水場及び高貫浄水場の設備更新工事を予算化しております。２項１目企業債償還金 1,

０７７万 8,０００円は，借入額の一部が満期を迎えたため，対前年度６７７万 6,０００円の減で

ございます。 

 なお，５３ページから８０ページまで予算に関する説明書がございますので，後ほどごらんい

ただきたいと存じます。 

 以上で説明は終わります。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

○益子慎哉議長 説明は終わりました。 

            ─────────────────── 

○益子慎哉議長 以上で本日の議事は議了いたしました。 

 次回は，３月６日，定刻より本会議を開きます。 

 本日はこれにて散会いたします。 

午後２時２４分散会 


